
令和７年度第５回八千代市緑化審議会 

 

次    第  

 

 
           日  時   令和８年３月２５日（水）  

                午前１０時３０分から  

           場  所   八千代市役所  旧館  ４階  

第１委員会室  

                  

１  開会  

 

２  議題  

（１）八千代市緑の基本計画【改定版】中間見直し（素案）に係る

パブリックコメント結果報告と計画への反映について  

 

３  その他  

 

４  閉会  



No. ページ ご意見の概要 ご意見に対する市の考え方
素案変更
の有無

変更後 変更前

1
（計画書全体に対す

るご意見）

【計画と景観行政団体への移行との関連】
八千代市は令和7年4月1日付で景観法に定める景観行

政団体に移行しました。景観行政は景観緑三法の枠組み
の中の体系です。良好な景観の形成と都市緑化・緑の保
全を推進するにあたって 景観行政団体がどのようにかか
わりを持つのか 語られていないのは何故ですか。

現行の緑の基本計画がスタートした時点では 景観行政
団体は千葉県でした。今般中間見直しに先立って景観行政
が 八千代市に委譲されたのですから 何らかの体制変化
が生じたと考えるのは自然な流れです。

本市では，景観行政団体への移行前より八千代市基本
構想や八千代市都市マスタープラン等で緑と景観の方針を
踏まえた施策を展開しています。また，本計画は「八千代市
基本構想」に即し，「八千代市都市マスタープラン」に適合
させて策定しており，谷津・里山の保全や都市緑化など緑
による景観づくりについても言及しております。

なお，今回の改定は中間見直しのため，計画の基本構成
を大きく変更するものではありませんが，本市は景観行政
団体へ移行したことに伴い，今後より一層，緑による景観
づくりに取り組んでまいります。

無 － －

2
（計画書全体に対す

るご意見）

【事業費用について】
記載されている内容は，素晴らしいと考えますが，コスト

パフォーマンスの観点から考え方にそって実施した場合の
費用の概算額(1億以下，1～3億，3～5億，5～10億，10億
以上)の記載は出来ませんか。又，令和6年度実施にした内
容と概算額を記載して頂けませんか。令和8年度に実施予
定内容と概算額の記載は出来ませんか。

ご指摘のとおり，各施策の実施に当たっては費用対効果
の視点は重要であると認識しております。

本計画は令和17年度（2035年度）までの緑に関する様々
な施策の枠組みを示すものであり，個別事業の実施内容
や規模，実施主体等については今後の事業化の過程で検
討していくこととしております。

このため，施策ごとの事業費について現時点でお示しす
ることはできません。

なお，計画で示した施策の取り組み状況については毎年
進捗管理を行い，次年度の予算編成の参考としておりま
す。事業費については，各年度の予算書や決算書，事業
報告等において公表しておりますので，事業ごとにご確認
いただくことが可能です。

無 － －

3
（計画書全体に対す

るご意見）
【計画の具体性，実効性について】
　計画書は立派だが，具体性や実効性に乏しく感じる。

本計画は令和17年度（2035年度）までの緑に関する様々
な施策の枠組みを示すものであり，個別事業の実施内容
や規模，実施主体等については今後の事業化の過程で検
討してまいります。このため，抽象的な表現にとどまってい
る箇所があることをご了承ください。

無 － －

八千代市緑の基本計画【改定版】中間見直し（素案）に寄せられたご意見と市の考え方
資料１

1



No. ページ ご意見の概要 ご意見に対する市の考え方
素案変更
の有無

変更後 変更前

4
（計画書全体に対す

るご意見）

【これまでの取り組みについて】
市職員が何を計画し，何を達成し，何が不足していたの

かが不明確であり，頁数ばかり多く中身の伴わない基本計
画は無意味ではないかと感じる。

本計画は令和17年度（2035年度）までの緑に関する様々
な施策の枠組みを示すものであり，個別事業の実施内容
や規模，実施主体等については今後の事業化の過程で検
討していくこととしております。

なお，これまでの取り組みの概要や課題については，第２
章（P25～P35）に取りまとめ，施策展開の資料としておりま
す。

無 － －

5
（計画書全体に対す

るご意見）

【計画の推進について】
職員の維持管理の取り組みが見えにくい。計画作成より

も，職員が現場で樹木や植生を確認し，具体的対策を講じ
ることが重要ではないか。

本計画は行政だけでなく，市民の皆様や，企業の皆様が
互いに協力しながら進めていくものと考えております。第5
章 全市的視点から見た緑の施策，基本方針5で，「多様な
主体が連携・協力して，みんなで育てる仕組みづくり」を位
置づけており，市民，企業の皆様とともに，市も推進主体の
一つとして取り組みを進めてまいります。

無 － －

6
（計画書全体に対す

るご意見）

【用語解説について】
内容については記載者は専門知識等を有しており，一

方，読者は専門知識を持っていない市民もおり，専門用語
等は専門者と非専門者のギャプを埋めるために下段等に
解説を入れて頂きたい。例えば，都市緑地法第4条，ビオ
トープ等

計画末尾に用語集を設ける予定としています。ご指摘の
都市緑地法，ビオトープについても記載いたします。

有
計画末尾の用語解説に代表
的な法令である「都市公園
法」，「都市緑地法」等を追記

－

7
（計画書全体に対す

るご意見）

【計画内容とする事項について】
ボランティアによる花苗植栽は趣味的活動の範囲であり，

また，自然発生的な河岸植生（雑草）は管理対象外として
扱うべきで，計画書への記載は不要と考える。

本計画は行政だけでなく，市民の皆様や，企業の皆様が
互いに協力しながら進めていくものと考えております。第5
章 全市的視点から見た緑の施策，基本方針5で，「多様な
主体が連携・協力して，みんなで育てる仕組みづくり」を位
置づけており，ボランティアの皆様による活動も計画の推
進に重要な役割をもつと考えております。

河川の緑（自然発生的な河岸植生）については，第5章
全市的視点から見た緑の施策，基本方針4-4に示すよう
に，水辺の生きものとふれあえる親水空間や，動物の移動
路（エコロジカルネットワーク）として位置づけております。

無 － －

8
（計画書全体に対す

るご意見）

【緑化等の情報の発信について】
公園の美化状況や植生の生育，開花情報等を市Web

ページで定期的に発信してはどうか。

緑に関する情報発信は重要と認識しており，第5章 全市
的視点から見た緑の施策，基本方針5-1に示すように，広
報紙，インターネット，SNSなど様々な媒体や手法により，
効果的で分かりやすい情報発信に努めてまいります。

無 － －
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No. ページ ご意見の概要 ご意見に対する市の考え方
素案変更
の有無

変更後 変更前

9 11，56

【貴重な生物等の写真の掲載について】
「島田谷津」と「ほたるの里」は，環境省の選定する「生物

多様性保全上重要な里地里山」に指定されており，市民の
誇りと思います。是非，該当の写真(例えば，ホタルが乱舞
している，又，貴重な植物の生育状況等)を載せて頂きた
い。

ご意見の通り，P56（１）希少な動植物の調査・把握 に動植
物の写真を例示し，名称を併記いたします。

有
ヤマトミクリ，ニホンアカガエ
ルの写真を追加

写真なし

10 53，58～59ほか

【緑化活動等への市民参加の拡大について】
素案では市民との協働による公園緑地の維持管理が謳

われるが，参加者を広く確保するには，定年退職後の社会
的孤立の防止など社会福祉的な観点も踏まえた取り組み
なども必要ではないか。

P5，「コミュニティの醸成～緑は人の集う場を提供します
～」に記載の通り，緑を介した協働は，コミュニティの醸成
や子どもの情操教育の観点からも重要と認識しておりま
す。

緑に親しむ仕組みづくりに当たっては，ご提案いただいた
「定年退職後の社会的孤立の防止」といった福祉的な視点
も踏まえて，関連部署と連携しつつ，幅広い世代の市民の
参加を促す取り組みを進めてまいります。

無 － －

11 56

【外来生物等の写真の掲載について】
　P56の外来生物への対応に写真が載っており，アライグマ
と想定しますが，写真に名称を入れて頂きたい。又，駆除
対象はアライグマ以外もあると思います。

ご意見の通り，複数の外来生物の写真を例示し，名称を
併記いたします。

有
カミツキガメ，セアカコケグ
モ，ナガエツルノゲイトウの
写真を追加

アライグマの写真のみ

12 56

【掲載写真について】
P56の（２）と（３）の間の写真の名称も入れて頂きたい，併

せて使用している写真等の絵柄名称が不記載のページの
名称等についても理解し易いように合わせて記載をして頂
きたい。

本文のイメージとして掲載しており，具体的な取組内容を
示すものではないため，画像の詳細な説明は記載しないこ
とといたしました。

無 － －
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No. ページ ご意見の概要 ご意見に対する市の考え方
素案変更
の有無

変更後 変更前

13 56
【ビオトープについて】

P56に記載されているビオトープとはビオトープ管理士の
ことを指しますか。

ここでのビオトープは，「ほたるの里」など，多様な生物が
生息できるように整備，管理を行っている空間を指しており
ます。

八千代市第3次環境保全計画（改訂版）に基づいてこうし
た場の管理を継続してまいります。

無 － －

14
55～56
78～80

【旧少年自然の家の植物観察園について】
　旧少年自然の家の植物観察園には，約44年間にわたり
職員と地域住民が保護管理してきた希少植物を含む多様
な植物（野草約120種，樹木約30種）が生育している。閉鎖
後も約6年にわたり市民ボランティアが保全活動を継続して
いる。

　八千代市内で希少な保護植物を含む植物群を一箇所で
まとまって鑑賞できる場所はここだけであり，市民にとって
重要な財産であるため，この財産を捨て去る事は出来な
い。

　園内に設置した小規模な水たまりにより，フクロウ・サシ
バ等を含む約30種の野鳥・小動物が確認されており，生物
多様性の拠点としての機能が実証されている。今後，市民
の森にした後に，新たに池を作り整備することで，より多様
性の確保が出来る。

　以上を踏まえ，施策46（希少な動植物保護方策の検討），
施策47（希少な動植物の調査・把握），施策49（都市緑化の
際の多様性配慮）の具体策として，地権者の何らかの協力
を得て，「植物観察園を中心とした市民の森」とすることを
追加してほしい。

　あわせて，市民・子どもの憩いおよび教育の場とするとと
もに，旧少年自然の家の解体・原状復帰工事に際しては，
貴重な植物に配慮するよう求める。

八千代市少年自然の家の運営について，公共施設再配
置等推進委員会において協議・検討を行った結果，子ども
たちの安全と安心の確保を最優先に考え，令和２年４月１
日から休止とし，令和４年１１月に開催された八千代市議
会定例会において廃止が決定しております。このことより，
旧計画に記載のあった緑の活動拠点としての位置づけを
削除しております。

なお，本計画は個別施設の今後の在り方を示すものでは
ないことから，いただきましたご意見は関係部署と共有いた
します。

無 － －

4



No. ページ ご意見の概要 ご意見に対する市の考え方
素案変更
の有無

変更後 変更前

15 78～80

【旧少年自然の家の植物観察園について】
旧少年自然の家にある観察園は，開発で行き場を失っ

た希少植物が保護されている場所であり，一度失えば同じ
環境を再現できない貴重な林である。

旧少年自然の家の解体・原状復帰後も，地権者の協力を
得て植物観察園を存続させる方策をお願いしたい。

植物観察園の保存や拠点整備については，今回の中間
見直しにおいて検討しなおす対象に加えるべきと考える。

　No.14のご意見へのご回答と同様です。 無 － －

16 78～80

【自然観察における拠点施設の整備について】
　旧少年自然の家周辺の保品地区・間谷谷津は，旧少年
自然の家を起点として巡ることができる里山エリアであり，
伊勢谷津には保品野草保存園がある。間谷谷津・伊勢谷
津では，多様な野草・野鳥・動物・昆虫が確認されている。
間谷谷津ではヘイケボタルが多数観察され，昨年は50人
規模の観察会が4回以上行われた。伊勢谷津の野草園で
は詳しい調査記録が出されている。しかし，旧少年自然の
家のトイレが使えなくなったことで，周辺の里山散策が不便
になった。

■ 提案
　①旧少年自然の家の植物園を現状の状態で保存し，トイ
レを整備する。現状の駐車場にトイレを加え，保品地区の
自然観察や保全の中心とする。これにより地区の自然の荒
廃防止も期待できる。
　②３カ所（旧少年自然の家の植物園，間谷谷津，伊勢谷
谷津）全体，またはその一部をめぐるコースを整備し，ボラ
ンティアの講師による市民を対象とした観察会を行う。上記
植物園は比較的小規模ながら多様な野草を観察でき，学
習場所としての活用も期待できる。
　③旧少年自然の家の植物園一帯の存続方法について
は，例えば近隣公園や市民の森のような形態が考えられる
のではないか。

No.14のご意見へのご回答と同様です。 無 － －

5



No. ページ ご意見の概要 ご意見に対する市の考え方
素案変更
の有無

変更後 変更前

17 78～80

【自然観察における拠点施設の整備について】
保品・間谷谷津保全配慮地区は市内でも稀少生物が極

めて豊富であり，印旛沼水系との関わりを学べる貴重な場
所である。ホタルが舞うほどの「宝」と言える環境がある一
方，現在は荒廃が進んでいる。旧少年自然の家の跡地を
「市民の森」のような位置づけとし，トイレや駐車場を整備
することで，市民の森のような位置付けで自然とふれあえ
る空間として整備を行っていただきたい。

　No.14のご意見へのご回答と同様です。 無 － －

18 78～80

【緑地保全方策の推進について】
環境省が「生物多様性保全上重要な里地里山」に選定し

ている島田谷津・ほたるの里の保全は重要である。しかし，
それ以外の地区についても荒廃が進んでおり，保全が急
がれる状況にある。まずは荒廃の進行を止めることが必要
である。

保全・再生方策については，検討にとどまらず，推進まで
進めてほしい。

市内の農地で耕作放棄地が増加している課題を市として
も認識しております。このため，八千代市第2次農業振興計
画と連携し，耕作放棄地の増加抑制に努めております。本
計画にもその旨，追記いたします。

有

谷津・里山を構成する重要な
樹林や水田などについては，
様々な手段による保全策に
取り組みます。特に島田谷
津・ほたるの里については，
環境省による「生物多様性保
全上重要な里地里山」選定
地であり，特別緑地保全地
区※１や条例などによる保全
地域の指定など，保全策に
取り組むほか，八千代市第２
次農業振興計画と連携し，耕
作放棄地の増加抑制に努め
ます。

谷津・里山を構成する重要な
樹林や水田などについては，
様々な手段による保全策に
取り組みます。特に島田谷
津・ほたるの里については，
環境省による「生物多様性保
全上重要な里地里山」選定
地であり，特別緑地保全地
区※１や条例などによる保全
地域の指定など，保全策に
取り組みます。

19 78～80

【公共施設の費用対効果について】
素案では，ガキ大将の森の利用推進による緑地保全方

策が示されている。
この施設は利用者一人当たり年間コストが割高とされて

いるため，財政制約を踏まえると，素案の利用推進方針に
疑問がある。

「ガキ大将の森キャンプ場」は，借地であることや利用期
間が夏季に限定されることなどより，ご指摘の通り利用者
一人当たりの年間コストが割高となっている課題を認識し
ております。

八千代市公共施設等総合管理計画（R７年3月改訂）にお
いては，施設の老朽化が進んでいる状況も踏まえ，稼働率
の向上など施設の有効活用を図る検討に加え，他の野外
体験施設による代替の可能性や，廃止を含めた施設のあ
り方について検討する方針を示しております。

今後につきましては，緑地保全の視点を保ちつつも，八
千代市公共施設再配置等推進委員会の意見等も踏まえ，
適宜見直しを行ってまいります。

無 － －
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No. ページ ご意見の概要 ご意見に対する市の考え方
素案変更
の有無

変更後 変更前

20 78～80

【自然環境の実態把握について】
2010年に市民による生き物調査に参加したが，当時の調

査時と比較して，希少種だけでなく，かつて普通に見られた
在来種も外来種の影響で激減していると実感している。

定期的な調査を実施しているなら，その結果を公開してい
ただきたい。

調査が行われていなければ，市民の生態系への理解を
深めるためにも，以前実施されたような市民参加による生
き物調査の実施を提案する。

直近では平成30年度から31年度にかけて市民参加によ
る生物調査を実施し，結果の概要については市ホームペー
ジで公表しております。今後の調査実施時期は未定です
が，一定期間ごとに生物調査を実施することや調査方法を
検討していきます。

無 － －
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令和８年３月 

 

八千代市 

  

資料２ 



 

 

‐はじめに‐ 

 

本市では，平成 15 年３月に「八千代市緑の基本計画」

を策定し，「みんなでつくる緑豊かなまち」をテーマに

まちづくりを進めてきました。また，平成 30 年３月には

社会情勢の変化を踏まえた改定を行い，市民や企業の皆

様とともに緑豊かなまちづくりに取り組んできました。 

その後も社会環境の変化が続く中，令和３年４月に

「八千代市第５次総合計画」をスタートさせ，基本理念

である「誇りと愛着」「共生と自立」「安心と安全」の

下，まちづくりを進めています。こうした動向を踏ま

え，緑を通じて誇りと愛着を育み，共生と安心のまちづ

くりの更なる充実を図るため，本計画の中間見直しを行

いました。 

本市は市域の中央部に新川が流れ、谷津・里山を中心とした特徴的な自然環境を有

しており，これらの地域資源への誇りと愛着を育みながら，人と自然が共生し，誰も

が安心して暮らせるまちの実現に向け，引き続き緑の保全と緑化の推進に取り組んで

まいります。 

今後も本計画の着実な推進に努め，市民，企業，行政が互いに協力しながら，「み

んなでつくる緑豊かなまち八千代～人と生き物がともに暮らす緑の都市を次世代へ

～」の実現に向け，一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに，中間見直しに当たり，ご審議いただきました八千代市緑化審議会委員の皆

様，並びにパブリックコメントを通じて貴重なご意見をお寄せいただきました皆様

に，心からお礼申し上げます。 

 

 

 

 

令和８年３月 

           

八千代市長 



 

 

『緑の都市宣言』 

 

私たちは，先祖が培った豊かな緑と美しい自然環境の中で生活を

営んでいる。この緑豊かな自然環境こそ,私たち八千代市民共通の誇

りであり宝である。私たちは，この緑豊かな八千代市に永遠に住み

続けたいと念願する。 

そのため私たち八千代市民は，失われつつあるこのふるさとの貴

重な緑を守り身近な緑を育み，後世に引き継ぐために全ての市民が

一体となり，決意をもって総力をあげ，緑に囲まれ安らぎと潤いの

ある，健康的で人間が住むにふさわしい街づくりをすることを誓い，

八千代市を「緑の都市」とすることをここに宣言する。 

 

昭和 62 年５月 23 日 

 

 

昭和62年５月，緑に囲まれた潤いあるまちを目指し，『緑の都市宣言』を掲

げ，本市の緑地の保全と緑化推進の基本的な姿勢を示しています。 

 

 

市の木「ツツジ」 

ツツジは，春から秋にかけて，赤や白，ピンク

の花を咲かせます。病害虫に強く，種類によって

は３ｍぐらいまで成長します。 

昭和 46 年３月４日，公募の結果「ツツジ」に

決まりました。 

 

市の花「バラ」 

バラはハーブの女王と呼ばれ，すばらしい香り

を持っています。赤いバラの花言葉は「激愛」。 

市内には，世界的に有名な京成バラ園があり，

「八千代錦」という品種がつくられています。 

市制 30 周年を記念して，市民投票の結果，投

票数の一番多かった「バラ」を平成９年１月１日

指定しました。 
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第１章 計画の基本条件 

第１章  計画の基本条件 

計画の目的や緑の定義など計画の基本条件について示します。 

 

１． 計画改定の目的 
 

（１）計画改定の背景と目的 

緑の基本計画は，都市緑地法第 4 条に規定される法定計画です。 

八千代市では，緑豊かなまちづくりを進めるため，「八千代市緑の基本計画」を平成 15 年（2003

年）3 月に策定し，その後，八千代市の緑の状況や根拠法である都市緑地法の改正，社会情勢の

変化，緑に対する市民意識の変化など緑を取り巻く情勢の変化があったことから，平成 30 年

（2018 年）3 月に改定を行いました（以後，「旧計画」という）。 

しかし，平成 30 年（2018 年）3 月の改定後も，緑を取巻く様々な変化が見られます。本市に

おいても社会情勢の変化に対応するため，令和 3 年（2021 年）4 月にまちづくりの指針である八

千代市第 5 次総合計画をスタートさせ，「人がつながり 未来につなぐ 緑豊かな 笑顔あふれる

まち やちよ」を八千代市の将来都市像とする施策を進めています。 

本市では，こうした変化に的確に対応するとともに，これまでの緑豊かなまちづくりを更に発

展させるため，旧計画の中間見直しを行います。八千代市緑の基本計画【改定版】（中間見直し）

（以下，「本計画」という）は，将来の緑地の保全や都市緑化の推進，公園緑地の適切な配置や

維持管理，生物多様性の保全など，緑に関する様々な施策を体系的にとりまとめ，緑豊かなまち

づくりの推進を図ることを目的としています。 

 
 

（２）計画の期間 

本計画は，概ね 20 年の計画期間を設定し，各年度は以下のとおりです。 
 

 

 

 

 

（３）計画対象区域 

本計画は，八千代市全域を対象とします。 
 

  

基準年度 中間年度 目標年度 

平成 27 年度 

（2015 年度） 

令和 7 年度 

（2025 年度） 

令和 17 年度 

（2035 年度） 

 

計画対象区域 都市計画区域名 

八千代市全域 八千代都市計画区域 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

２． 計画の位置付け 

本計画は，「八千代市第 5 次基本構想」に即し，「八千代都市計画 都市計画区域の整備，開発

及び保全の方針」，「八千代市都市マスタープラン」に適合させて策定します。また，「八千代

市第３次環境保全計画（改訂版）」をはじめとする関連分野の計画とも相互に連携しながら，緑

地の保全及び緑化に関する方針を体系的に整理することで，緑豊かなまちづくりを推進します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 計画の位置付け 
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第１章 計画の基本条件 

３． 計画の構成 

本計画は，以下のような内容で構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 計画の構成 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

４． 緑の定義と機能 

本計画は，八千代市の全ての「緑」を対象とした計画です。本計画では，「緑」と「緑地」と

いう用語を区別して用いています。 

（１）緑とは 

「緑」とは，樹木や草花などの植物のみを意味するのではなく，それらを含む周辺の土地や空

間をも意味しています。個人の住まいの庭の緑や街路樹などばかりでなく，公園や広場，農地，

樹林地，河川までも含む広い意味を持ちます。本計画は，八千代市の全ての「緑」を対象として

います。 

 

（２）緑の機能 

緑は，環境の保全，レクリエーション，防災，景観形成など，さまざまな機能を持っています。 

また，緑は「存在効果」と「利用効果」の 2 つに分けて考えることができます。 

存在効果：人が利用しなくても自然に発揮される効果 

（例：二酸化炭素の吸収，動植物の生息・生育地の確保など） 

利用効果：人が利用することによって発揮される効果 

（例：公園での遊びや憩い，市民の交流，防災空間としての活用など） 

以下に，緑の機能について説明します。 

 

■環境保全 ～緑は都市の環境を守ります～ 

緑は，以下のような機能を通じて環境保全に貢献しています。 

・気温などを調整する機能 

・緑陰を形成する機能 

・大気中の浮遊物や排気ガスの浄化や騒音を減衰

させる効果など生活環境を保全する機能 

・生物の生息や生育を支える基盤としての機能 

・地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収する

機能 

・山林や農地などの緑が雨水をたくわえ流出する量を調整する機能 

また，農作物や木材などの資源供給の場として利用されます。 

 

■レクリエーション ～緑はレクリエーション活動の場を提供します～ 

緑は，様々なレクリエーション活動の場を提供します。 

・市街地にある公園や広場は，子どもたちの遊び

場やスポーツの場として 

・地域の人々が憩うための場として 

・谷津・里山・水辺などの自然環境は，環境教育

や自然とのふれあいの場として 
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第１章 計画の基本条件 

■コミュニティの醸成 〜緑は人の集う場を提供します～ 

緑は，人々が集い交流を育む場を提供し，コミュニティ形成に役立ちます。緑をきっかけとし

た活動や会話は，世代を超えたつながりを生み，子どもの健全な成長にも寄与します。 

・公園や街路樹のある広場は，人々が集い，交流する場となります 

・地域の花壇づくりや清掃活動など，緑を介した協働が，コミュニティを育みます 

・自然とふれあう体験は，子どもの感性や思いやりを育む機会となります 

 

■防 災 ～緑は都市の安全性を高めます～ 

緑は，以下のような役割を通じて都市の安全性を高めています。 

・大地震時の火災延焼を防止する役割 

・水害や崖崩れによる被害を緩和する役割 

・防風・防砂・防雪などの気象災害を軽減する役割 

・ブロック塀を生け垣にすることで，地震時の倒壊

リスクを低減 

また，住民の避難場所や避難路として利用されます。 

 

■景観形成 ～緑は潤いのある美しいまちをつくります～ 

緑は，まちの景観を形成しています。 

・街路樹や公園の樹木，住宅の庭木，社寺の周囲

を取り囲む樹林など，美しいまちなみを形成 

身近な樹木の成長や四季折々の彩りの変化は，人々に

やすらぎや喜びを与えるなど，心理的な潤いを与えてい

ます。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

グリーンインフラ 

「4.緑の定義と機能」で述べたように，都市における緑は，環境保全，レクリエーション，

コミュニティの醸成，防災，景観形成など多様な機能をもっています。 

これらの機能をまちづくりの中で戦略的に活かしていく考え方が「グリーンインフラ」で

す。 

国土交通省が令和 6年（2024 年）に取りまとめている「緑の基本計画×グリーンインフラ

ガイドライン（案）」では，グリーンインフラの推進に当たって次の観点が重要としていま

す。 

○緑の機能が地域課題の解決にどの程度寄与しうるかを把握した上で，地域のニーズ

に応じて緑の機能をどこにどの程度導入するべきかの空間分布を検討するととも

に，効果の把握や施策へのフィードバックを行うこと。 

○地域の実情に応じ，広域的な観点を踏まえ，都市・地域全体や流域全体を検討対象

として捉えること。 

○他分野の専門性を活かした連携，企業や市民の活力による保全・整備・創出・維持

管理・利活用の可能性を検討すること。 

 

八千代市緑の基本計画は，こうした考え方も取り入れて計画を策定します。 

 

  八千代市の緑の概況や課題を第 2章に，課題などを踏まえた緑の配置方針を第 4章

に，具体的な取り組みについては第 5章，第 6章，第 7 章に記載しています。 
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第１章 計画の基本条件 

（３）緑地とは 

「緑地」とは，何らかの制度または社会通念的な位置付けにより，永続的に担保されるオープ

ンスペースを指し，次の２項目に整理します。 

施設緑地 住民の利用可能な公園・緑地や，これに準じた施設及び公共施設の付属緑地など 

地域制緑地 法や条例，協定などにより，一定の区域の緑を保全するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 緑地の分類 

※１民間施設緑地は，公開しているもの，500 ㎡以上の一団となった土地で建ぺい率が概ね 20％以下のもの，永続性があ
るものとする。 

※２面積算定をする場合は，植栽地面積等（協定により担保される緑化面積）を対象とする。なお，本計画では条例等に
よる緑地として一律計上している。 

1)国民公園 2)都市公園を除く公共空地

3)自転車歩行者専用道路 4)歩行者専用道路

5)地方自治法設置又は市町村条例設置の公園

6)公共団体が設置している市民農園

都市公園以外 7)公開している教育施設(国公立)

8)河川緑地　 9)港湾緑地　10)農業公園

11)児童遊園

12)市町村が設置の運動場，グラウンド

13)子供の国

14)青少年公園　等

道路植栽地や歩行者専用道路　

公共公益施設の植栽地(把握可能なもの)

民有地で公園緑地に準ずる機能をもつ施設

1)公開空地　　　2)市民農園(上記以外)

緑地 民間施設緑地※１ 3)一時開放広場　4)公開している教育施設(私立)

5)協定等を結び開放している企業グラウンド

6)寺社境内地　7)屋上緑化の空間

8)民間の動植物園　9）市民緑地　等

1)緑地保全地域　2)特別緑地保全地区　3)風致地区

4)近郊緑地保全区域・近郊緑地特別保全地区

5)歴史的風土保存区域・歴史的風土特別保存地区

6)生産緑地地区　　　7)自然公園区域

法による緑地 8)自然環境保全地域　9)農業振興地域内農用地区域

10)河川区域　　　　11)保安林区域

12)地域森林計画対象民有林　13)保存樹・保存樹林

14)名勝・天然記念物等緑地として扱える文化財

15)景観重要樹木(緑地計上可能なもの)

16)景観地区(緑地に係る事項を定めるもの)　等

協定による緑地※２ 1)都市緑地法に基づく緑地協定

2)景観協定(緑地に係る事項を定めるもの)

1)条例・要綱・協定等による緑の保全地区

　や緑の協定地区

2)樹林地の保存契約

条例等による緑地 3)協定による工場植栽地

4)県や市町村指定の文化財で緑地として

  扱えるもの　等

地

域

制

緑

地

都市公園(都市公園法で規定するもの)

公共施設緑地

都市公園以外の公有地で公園緑地に

準ずる機能をもつ施設

公共施設における植栽地

施

設

緑

地

都市公園等
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八千代市緑の基本計画（改定版） 
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第２章 緑の概況 

 

第２章  緑の概況 

八千代市の概況や緑の現状について整理します。 

 

１． 八千代市の概況            

（１）自然的条件の整理 

①位置・面積 

八千代市は，千葉県の北西部に位置し，北

は印西市，白井市，南は千葉市，習志野市，

西は船橋市，東は佐倉市と接しています。 

東京（大手町）までおよそ 30km，成田国

際空港にもおよそ 25km の位置にあります。 

また，八千代市は，東西におよそ 8.1km，

南北におよそ 10.2km の広がりを持ち，面積

は 5,139ha（51.39 ㎢）となっています。 

※令和 7年（2025 年）3月時点の都市計画区域の告

示面積（＝行政面積）は 5,127ha ですが，平成 26

年 10 月に国土地理院より測定方法の変更のた

め，行政面積が 5,139ha に修正されていることか

ら，本計画では都市計画面積を 5,139ha として表

記します。 

 

②地形・地質 

八千代市の地形は，下総台地と呼ばれる標高 20～30ｍ程度の比較的平坦な台地と，台地が侵

食されたことで形成された標高５ｍ程度の低地（谷底平野）で構成されます。低地は樹枝状に複

雑に入り込む「谷津」と呼ばれる地形となっており，八千代市の特徴的な景観を形成しています。 

低地にはいくつもの河川が流れており，市域のほぼ中央を南北に貫流する新川に，桑納川や神

崎川などが流れ込んでいます。 

地質は，台地部は下総層群及び関東ローム層が，低地部は沖積層が分布しており，いずれも第

四紀（約 200 万年前～現在）という最も新しい地質時代に形成されたものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 位置概要 

八
千
代
市 

東京都  

成田国際空港  
● 

20km 

40km 

●東京

(大手町) 

資料：千葉県 HP 54 市町村図に加筆 

資料：自然観察リーフレット 

「八千代市の自然を歩こう！」 

平成 16 年（2004 年）3月発行 

図 地形概要 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

③水系 

八千代市を流れる主な河川は，印旛放水路（新川・花見川），神崎川，桑納川，石神川，勝田

川，高野川，花輪川です。水系は樹枝状模様を呈しており，湧水も多く確認されています。新川

は，大和田排水機場から印旛沼までの河川で，通常は印旛沼が下流になりますが，洪水時などで

は新川の水を大和田排水機場で汲み上げて，花見川に放水し，東京湾に流すことがあります。 

 

④植生 

八千代市の北部では，新川・桑納川・神崎川・高野川などの河川沿いの低地は水田，台地縁と

斜面は樹林地，台地上は畑や果樹園，樹林地などの分布がみられます。低地の水田は谷津田とな

り，周辺の樹林地とともに，八千代市の特徴となる谷津・里山を形成していますが，耕作放棄地

となっているものもあります。また，これら樹林地はクヌギ-コナラ林などの落葉広葉樹二次林や，

スギ・ヒノキ・サワラなどの針葉樹植林が多くなっています。 

市中央部から南部には市街地が広がっており，畑地や落葉広葉樹二次林が点在しています。 

村上地区にある七百餘所神社の森は自然度の高い常緑広葉樹自然林で，環境省の自然環境保全

基礎調査において特定植物群落に選定されています。 

 

図 八千代市現存植生図 

 

  

N 

資料：第 6回・第 7回自然環境保全基礎調査植生調査（八千代市分平成 19 年（2007 年）調査実施）を基本に，都市公園等の範囲を追

記して作成。 
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第２章 緑の概況 

⑤動植物の状況 

八千代市では，特徴的な谷津・里山を中心に多種多様な生き物が生息・生育しています。特に，

環境省の選定する「生物多様性保全上重要な里地里山」として，島田谷津とほたるの里が選定さ

れ，市民による保全活動が実施されています。 

なお，島田谷津では，県内で唯一生育が確認されている希少水生植物のヤマトミクリが群生し

ています。また，周辺の樹林地では，豊かな里山の生態系のシンボルであるオオタカの生息も確

認されており，ほたるの里では，良好な湿地環境が維持・再生され，ヘイケボタル，ニホンアカ

ガエル，ジャコウアゲハなどが保全されています。（ヤマトミクリ，ニホンアカガエルの写真を

56 頁に掲載していますのでご参照ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 島田谷津，ホタルの里付近（左：昭和 37 年（1962 年），右：令和元年（2019 年）） 

ホタルの周辺の台地は，昭和 37 年（1962 年）には樹林や農地であったが，令和元年（2019

年）には宅地などが見られる。台地縁辺部の斜面には樹林が残っている。 

出典：国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス 

 

⑥生態系のネットワーク 

新川や桑納川を中心とした，水辺とその両側に広がる低地や台地からなる地域は，八千代市を

代表する自然環境です。 

台地にしみ込んだ雨水は湧水となって湧き出し，谷津が形成されています。また，人々の営み

により，こうした低地や台地には，水田や畑地，斜面樹林や屋敷林などがつくられ，特徴的な谷

津・里山の環境が形づくられてきました。 

昭和 30 年代と近年の空中写真を比較すると，近年では住宅地などとなった場所も多く見られ

ますが，農地として谷津田が残っている場所も見られます。 

また，台地の上は住宅地などとなった場所も見られますが，台地縁辺部の斜面には樹林が残り，

新川や桑納川沿いには連続した緑地が形成されています。 

このような環境は，多様な生物の生息・生育を可能にし，豊かな生態系のネットワークとなっ

ています。 

  

島田谷津付近 

ホタルの里 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

桑納川 

新川 

桑納川 

新川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 新川，桑納川一帯（上：昭和 37 年（1962 年），下：令和元年（2019 年）） 

出典：国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス 
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第２章 緑の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

八千代の緑と歴史・文化 

八千代市の緑は，古代から人々の生活や文化と深く結びついてきました。谷津や台地は農

耕の場となり，集落や信仰の拠点も緑豊かな環境に築かれてきました。現在の里山や谷津田

の景観は，歴史の積み重ねの中で育まれた「歴史文化と自然の融合」といえます。 

 

発掘調査によれば，弥生時代の蛸池台遺跡からは煮炊きの跡が残る土器が見つかり，平沢

遺跡などから発掘された土器に残る種子の圧痕を電子顕微鏡で分析した調査からは，当時の

人々がイネを食べていたことが分かっています（八千代市埋蔵文化財通信 No.37，38，42）。

また，奈良・平安時代の村上の地は「村神郷（むらかみごう）」と呼ばれる大集落の一部で

あったということが分かっています（同 No.35）。 

村上地区の正覚院は，保元年間（平安時代末期）の創建と伝えられ，「おしどり寺」とも

呼ばれています。鎌倉時代後期の作と考えられる県指定文化財の清凉寺式釈迦如来立像や，

建築時の名残を残す市指定文化財の釈迦堂，室町時代に建立された宝篋印塔（仏塔）が伝わ

り，地域の歴史文化を今に伝えています（八千代市文化財通信 No.7）。 

鎌倉時代には，七百餘所神社が創建されたと伝えられ，また，江戸時代になるとこの地域

は佐倉藩領となり，総鎮守として七百餘所神社が崇敬されました。毎月九日に行われる「中

臣祓」はこの頃から続く神事であり，今日も受け継がれています（※注）。 

このように八千代市の緑は，人々の営みとともに形づくられてきました。今に残る里山や

谷津田の景観は，歴史と文化を受け継ぐ大切な資源であり，こうした観点からも守り育てて

いくことが望まれます。 

※注 七百餘所神社ウェブサイト 

（https://www.shichihyakuyosho-jinja.com/%E3%81%94%E7%94%B1%E7%B7%92/）を参照し抜粋しました。 

 

正覚院釈迦堂（市指定文化財） 

（八千代市文化財通信 No.7 より転載） 

七百餘所神社 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

（２）社会的条件の整理 

①人口及び世帯数の推移 

令和 7 年（2025 年）の八千代市の人口は 206,895 人，世帯数は 99,245 世帯です。人口・世帯

数ともに増加傾向にあります。昭和 32 年（1957 年）に完成した八千代台団地は日本の大規模住

宅団地発祥の地であり，これを契機に大規模住宅団地の建設が進み，昭和 50 年（1975 年）の国

勢調査では，人口 10 万人以上の市で全国一の人口増加率を示しました。基準年度である平成 27

年（2015 年）と令和 7 年（2025 年）を比較すると，人口は 6.4％の伸び，世帯数は 18.6％の伸

びとなっています。 

年齢別人口を年少人口（0～14 歳），生産年齢人口（15～64 歳），老年人口（65 歳以上）と

3 つの年齢層に分けて比較すると，年少人口・生産年齢人口の構成比は減少，老年人口の構成比

は増加傾向にありますが，令和 2 年（2020 年）から令和 5 年（2025 年）は生産年齢人口比率が

やや増加しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

147,226
153,693

167,784
179,569

188,381
194,438 200,275

206,895

48,360
54,477

63,455
71,212

78,195 83,666
90,547

99,245

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平成2

（1990）

平成7

（1995）

平成12

（2000）

平成17

（2005）

平成22

（2010）

平成27

（2015）

令和2

（2020）

令和7

（2025）

人口（人）

世帯数（世帯）

世帯数（世帯）人口（人）

資料：住民基本台帳（各年 3 月 31 日現在） 

図 年齢３区分別人口構成比 

図 人口及び世帯数の推移 

18.8% 15.3% 14.7% 15.3% 15.3% 14.3% 13.0% 12.0%

74.4%
75.7% 73.5% 69.3% 65.2% 62.2% 62.0% 63.4%

6.9% 9.0% 11.7% 15.4% 19.6% 23.5% 25.0% 24.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成2

（1990）

平成7

（1995）

平成12

（2000）

平成17

（2005）

平成22

（2010）

平成27

（2015）

令和2

（2020）

令和7

（2025）

年少人口

（15歳未満）

生産年齢人口

（15～64歳）

老年人口

（65歳以上）

資料：住民基本台帳（各年 3 月 31 日現在） 

※四捨五入しているため，合計が 100％にならない場合があります。 
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第２章 緑の概況 

 

②土地利用概況  

八千代市の中南部には，人口の多くが集中する市街地があります。北部は市域の半分を占める

農村地帯で多くの緑が残され，谷津，里山等が見られる自然豊かな地域です。 

令和 7 年（2025 年）現在，田，畑，山林等の自然的土地利用は全体の 40％，住宅等の都市的

土地利用は全体の 36％を占めています。 

基準年度である平成 27 年（2015 年）からの土地面積の推移では，田，畑，山林の面積は減少

する一方，宅地面積が増加しています。 

山林は昭和 56 年（1981 年）と比較すると半分以下の面積となっており，減少傾向が著しくな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地目別土地面積の推移 
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資料：八千代市統計書 

資料：第 6 回・第 7 回自然環境保全基礎調査植生調査，国土数値情報（用途地域，令和元年（2019 年））を基に作成。 

 

図 土地利用現況 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

③都市施設概況 

【道路】 

八千代市の道路網は，首都圏を環状に

取り巻く国道 16 号と国道 296 号，船橋

印西線，幕張八千代線，千葉竜ケ崎線，

八千代宗像線，千葉鎌ケ谷松戸線，大和

田停車場線の県道６路線と市道 3,207 路

線（令和 7 年（2025 年）3 月 31 日時点）

により，形成されています。 

 

【鉄道】 

鉄道は，市域の南端部を京成本線が通

り，市内に八千代台駅・京成大和田駅・

勝田台駅の 3 駅があります。また，中央

部には西船橋駅から東葉勝田台駅を結

ぶ東葉高速線（平成 8 年（1996 年）開

通）が通り，八千代緑が丘駅，八千代中

央駅，村上駅，東葉勝田台駅の 4 駅があ

り，東葉勝田台駅は京成本線の勝田台駅

と接続しています。 

 

 

④市街地開発事業などの概況  

八千代市の市街地開発事業などは令

和 5 年（2023 年）現在，完了・未着手の

面積が 1,229.1ha であり，市面積の 24％

を占めています。このうち，土地区画整

理事業については，424.0ha で市面積の

8.3％，市街化区域面積の 18.9％を占め

ています。 

  

資料：令和 3年度（2021 年度）都市計画基礎調査 
国土数値情報・基盤地図情報をもとに作成・加工 

図 市街地開発事業の状況 

図 道路・交通 

資料：国土数値情報・基盤地図情報をもとに作成・加工 
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第２章 緑の概況 

２． 緑地の現況 

（１）緑地の現況（令和 7 年（2025 年）3月 31 日時点） 

緑地の総量は 2,056.93ha で，市域面積（5,139ha）の 40.0％を占めています。市域を南北に二

分すると，北部の市街化調整区域には地域制緑地，南部の市街化区域には施設緑地の割合が高く

なっており，土地利用を反映した緑地の分布となっています。 

平成 28 年度（2016 年度）と比較すると，緑地の総量で 185.41ha 減となっています。中でも

農業振興地域内農用地区域の減少面積（96.80ha 減）が大きく，次いで地域森林計画対象民有林

の面積の減少（72.43ha 減）が続いています。 

 

（２）施設緑地の現況（令和 7年（2025 年）3月 31 日時点） 

施設緑地は 587.10ha 設置されており，市面積の 11.4％にあたります。街区公園をはじめとす

る都市公園のほか，公共施設緑地や民間施設緑地が市内全域に配置されています。そのうち都市

公園は市南部の市街化区域内に集中し，特に八千代市では住宅団地整備とともに計画的に整備さ

れた公園となっています。一方，施設緑地の性格上，北部の市街化調整区域にはほとんどありま

せん。 

 

  

施設緑地 

施設緑地は大きく分けて，「都市公園」「公共施設緑地」「民間施設緑地」の 3つに分類

されます。 

● 都市公園 

「都市公園」は，都市公園法に基づいて国や市などが設置・管理する公園です。原則とし

て，住民が自由に利用できるよう公開されています。 

法律では，公園管理者が勝手に都市公園を廃止することはできず，一定の条件を満たす必

要があると定められています。 

● 公共施設緑地 

「公共施設緑地」は，都市公園以外の公有地や，公共の管理が行き届いている施設緑地を指

します。見た目や機能は都市公園に近く，市民が安心して利用できる緑の空間となっていま

す。 

● 民間施設緑地 

「民間施設緑地」は，民有地でありながら公園緑地に準じる機能を持ち，原則として公開さ

れている施設です。八千代市では，社寺の境内地や民間が運営するゲートボール場や少年野

球場などが挙げられます。 

 

  施設緑地は増やすだけではなく，質を充実させることも大切です。 

今後の公園の整備や維持管理の方針については，第 5章，基本方針 3 をご参照ください。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

図 県立八千代広域公園の基本計画 

資料：千葉県 HP 

■都市公園 

①住区基幹公園（令和 7年（2025 年）3月 31 日時点） 

住区基幹公園は，街区公園 287 箇所，近隣公園 13 箇所，地区公園１箇所があり，合わせて 301

箇所，52.83ha が配置されています。 

平成 28 年度（2016 年度）と比較すると，街区公園が 34 箇所（2.71ha），近隣公園が 2 箇所

（4.04ha）増加しています。 

面的に開発された地域では十分な量の公園が確保されていますが，旧集落地や比較的小規模な

住宅地が連担している地域では不足している所もみられます。 

 

②都市基幹公園（令和 7年（2025 年）3月 31 日時点） 

都市基幹公園は，総合公園として村上緑地公園 10.83ha，運動公園として八千代総合運動公園

11.93ha が整備され，市民の憩いの場としての機能を果たしています。 

 

③広域公園（令和 7 年（2025 年）3月 31 日時点） 

複数の市町村にわたる広域のレクリエ

ーション需要に対応する大規模公園とし

て，県立八千代広域公園 53.40ha が平成

７年（1995 年）に都市計画決定され，約

9.8ha が整備されています。 

この公園は県西部地域を縦断する緑と

水の軸として，水辺環境の保全，多様な

レクリエーション需要への対応など多面

的な役割を担っています。 

 

④市民の森（令和 7 年（2025 年）3月 31 日時点） 

市民の森は，市街化区域内に 8 箇所，10.61ha が確保されており，市民の身近な緑とのふれあ

いの場となっています。（箇所数は都市公園法に基づいて都市公園として告示されている箇所の

数） 

 

⑤都市緑地（令和 7 年（2025 年）3月 31 日時点） 

都市緑地は，市街化区域内に 48 箇所，市街化調整区域内に 2 箇所の計 50 箇所，14.37ha が確

保され，主に市街地での緑地の保全機能を果たしています。 

  

⑥緑道（令和 7年（2025 年）3月 31 日時点） 

緑道は 8 箇所，0.23ha が整備されています。そのうちの 7 箇所は，八千代カルチャータウン

地区（神野，保品及び米本の各一部）に整備されています。 
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第２章 緑の概況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市公園以外の施設緑地 

①公共施設緑地（令和 7年（2025 年）3月 31 日時点） 

都市公園以外の公共施設緑地は 110 箇所，271.77ha で市面積の 5.3％を占めています。平成

28 年度（2016 年度）と比較すると，21 箇所 9.43ha 減少していますが，その多くは未公告公園

であったものが街区公園や都市緑地等へ編入されたことによるものです。 

これらには借地などの理由による未公告の公園のほか，市民の森，児童遊園，樹木見本園，遊

歩道，公開している教育施設，バラ花壇やグラウンドなどのスポーツ施設，道路植栽地や歩行者

専用道路，市役所や支所などの公共施設の植栽地，陸上自衛隊用地などがあります。 

 

②民間施設緑地（令和 7年（2025 年）3月 31 日時点） 

民間施設緑地は 98 箇所，204.73ha で市面積の 4.0％を占めています。これらには社寺が 78 箇

所，民間ゴルフ場 3 箇所，京成バラ園やゲートボール場のほか，その他の民間の緑地が 17 箇所

あります。 

 

  

市民の森 

「市民の森」は，八千代市が整備・管理する緑の空間で，市民が身近に自然とふれあえる

よう整備された施設です。この森は，市有地だけでなく，10 年間の契約で借り上げた私有地

にも整備されており，私有地には都市計画税や固定資産税を免除し，緑地の保全を図ってい

ます。 

「市民の森」は，都市公園法に基づいて都市公園として告示されている 8箇所のほか，未

告示の 2 箇所（萱田町市民の森，八千代台南市民の森）があります。 

また，「市民の森」には，自然を楽しむだけでなく，アスレチック遊具などを備えた「子

供の森」もあり，子どもたちの遊び場や市民の憩いの場として親しまれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民の森を将来に引き継いでいくことや，維持管理を継続することが大切です。 

今後の市民の森の保全方針については，第 5章，基本方針 3-1 をご参照ください。 

八千代台東子供の森 勝田市民の森 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

（３）地域制緑地の現況（令和 7年（2025 年）3月 31 日時点） 

地域制緑地は，1,473.80ha で市面積の 28.7％を占めています。 

市街化調整区域には新川，桑納川などの河川区域が，河川の両岸には幅広い帯状の農業振興地

域内農用地区域が連続的に分布しています。また，市街化区域には，高津・萱田町・大和田新田・

上高野南部などに点状の緑地となる生産緑地地区が多く分布しているほか，緑地・緑化協定が広

く締結されています。 

 

■法によるもの 

① 生産緑地地区（令和 7年（2025 年）3月 31 日時点） 

生産緑地法に基づく生産緑地地区は，市街化区域内に 152 地区，37.61ha が指定され，特に，

市中央部に多く分布しています。平成 28 年度（2016 年度）と比較すると，34 箇所，13.06ha 減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域森林計画対象民有林（令和 7年（2025 年）3月 31 日時点） 

森林法に基づく地域森林計画対象民有林は，319.57ha が指定され，市北部に多く分布していま

す。平成 28 年度（2016 年度）と比較すると，72.43ha 減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産緑地地区 

生産緑地地区は，市街化区域内の農地などを適正に保全し，農業と調和した良好な都市環

境の形成を目的とした都市計画制度です。指定を受けた農地は原則 30 年間，営農の義務があ

り，営農継続を支援するために税制上の優遇措置を受けられます。 

平成 29 年（2017 年）の法改正では，30 年経過後も営農を希望する場合に「特定生産緑地」

として指定できる制度が創設されました。これにより，買取り申出可能時期が 10 年間延長さ

れ，税制優遇も継続されます。 

  八千代市の生産緑地は減少しています。存続には市民の皆様のご理解も大切です。 

今後の生産緑地地区の保全方針については，第 5 章，基本方針 1-2 をご参照ください。 

地域森林計画対象民有林 

地域森林計画民有林は，森林法第 5 条により，全国森林計画に即して，都道府県知事が民

有林について 5 年ごとに 10 年を 1期とした「地域森林計画」がたてられています。 

その地域森林計画の対象となった民有林が「地域森林計画対象民有林」です。 

地域森林計画の対象となっている民有林（＝5 条森林）で伐採を行う場合は，森林法第 10

条の 8に基づき，事前に市町村への届出が必要です。 
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第２章 緑の概況 

③ 農業振興地域内農用地区域（令和 7年（2025 年）3月 31 日時点） 

農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域内農用地区域は，市域北部を占める農

業振興地域のうち，915.80ha の田畑が指定され，農地の保全が図られています。平成 28 年度

（2016 年度）と比較すると，96.80ha 減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 河川区域（令和 7 年（2025 年）3月 31 日時点） 

河川法に基づく河川区域は 155.95ha で，１級河川の印旛放水路（新川・花見川），桑納川，

神崎川，石神川，勝田川，準用河川の高野川，花輪川が指定されています。 

 

■条例等によるもの（令和 7年（2025 年）3月 31 日時点） 

条例等によるものは全体で 436 箇所， 44.87ha が指定されています。都市緑地法に基づく緑

地協定が 48 件，良好な自然環境の保全を推進する「八千代市ふるさとの緑を守る条例」に基づ

く緑化協定が 345 件，「千葉県自然環境保全条例」に基づく三者協定が 38 箇所締結されていま

す。その他に環境保全林（5 箇所／1.63ha），保存樹木 68 本が指定され，緑化の推進及び緑地の

保全が図られています。 

 

表 緑化協定件数・面積 
 市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域 

緑化協定面積（ha） 7.60 2.17 9.77  

緑化協定数（件） 281 64 345  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：緑地現況調査（令和 7年（2025 年）3 月 31 日現在） 

農業振興地域内農用地区域 

農業振興地域は，今後 10 年以上にわたって農業を総合的に振興すべき地域で，知事が指定

します。また，農用地区域は，農業振興地域の中でも特に農業のために確保すべき重要な農地

として，市が指定するエリアです。いったん農用地区域に指定されると，その土地は原則とし

て他の目的（住宅や商業施設など）には使用できません。農業以外の目的で利用したい場合

は，「農用地区域」からの除外の手続きを経る必要があります。 

環境保全林と八千代市ふるさとの緑を守る条例 

八千代市では，昭和 46 年（1971 年）に緑地保全協定による「環境保全林制度」を設け，昭

和 50 年（1975 年）には「八千代市ふるさとの緑を守る条例」を施行し，環境保全林制度の充

実を図りました。 

環境保全林の指定期間は 3 年ごとの更新制で，土地所有者には現状保存に努める義務が生

じ，維持管理助成金が支払われます。条例では，環境保全林に関する事項ほか，開発行為等に

おける保全及び緑化に関する協定などについて定めています。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

 

 

   

図 公園緑地現況 
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第２章 緑の概況 

 

表 緑地現況量（平成 28 年度（2016 年度）平成 29 年 3 月 31 日時点） 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

 

表 緑地現況量（令和 6年度（2024 年度）令和 7年 3月 31 日時点） 
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第２章 緑の概況 

（４）指定管理者による都市公園の管理 

指定管理者制度は，多様化する市民ニーズに効率的・効果的に対応するため，公の施設の管理

に民間の能力を活用しつつ，市民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的に運用される

制度で，八千代市の公園では，13 公園を指定管理者が管理しています。（令和 7 年度（2025 年

度）現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指定管理公園でのイベント風景（左：クラフトマルシェ，右：星空映画会） 

指定管理者制度 

八千代市では，勝田台中央公園や八千代総合運動公園など，13 の公園において「指定管理

者制度」を導入しています。 

この制度は，公園のほか，体育館，図書館などの「公の施設」の管理を，市が直接行うの

ではなく，民間の会社や NPO 法人などの団体に任せる仕組みで，施設の運営や維持管理，利

用の受付などを，市から指定された団体（＝指定管理者）が行います。 

指定管理者制度のメリットは以下のようなものがあります。 

・民間のアイデアでサービスが良くなる 

・効率的な運営で経費の節約が期待できる 

・手続きが公開されていて公平 

・地域の実情に合った運用ができる（制度は市条例で定め，柔軟に設計できます） 

指定された団体は，毎年度の事業報告を市に提出する義務があり，公園がきちんと管理さ

れているか市が確認しています。また，利用者の公平性や安全，プライバシーの保護などに

も配慮した運営が求められています。 

八千代市では，引き続き指定管理者制度を活用しながら，公園の適正な管理運営に取り組

んでいます。 

  指定管理者等による公園・緑地の管理方針については， 

第 5章，基本方針 3-2 をご参照ください。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

（公財）八千代市地域振興財団の取り組み例 

（５）公益財団法人八千代市地域振興財団の事業 

（公財）八千代市地域振興財団（旧（公財）八千代市環境緑化公社）の緑化事業では，八千代

市からの補助金や「花と緑の基金」の運用益や寄付により，緑の普及・啓発活動や，公共空間の

緑化・維持管理など，市民と協力しながら様々な緑化に関する事業を実施しています。 

事業報告や財務諸表などは（公財）八千代市地域振興財団のホームページで公開されています。 

 

 

緑の普及・啓発活動 

❑花苗の無料配布 

 ・年 2回，延べ 185 団体に計 4万本以上を配布。（幼稚園や自治会，小中学校など） 

❑花壇づくりへの助成 

 ・市民団体による公共スペースでの花壇整備に対し，計 22 件・約 56 万円を助成。 

❑講習会・相談会の開催 

 ・緑の育て方や剪定方法など，初心者向けの講座を年 12 回開催。（延べ参加者 142 人） 

公共空間の緑化・維持管理 

❑新川遊歩道の美化 

 ・桜の害虫駆除，剪定，草刈りを実施し，四季を楽しめる散策路に整備。 

❑群生地の維持管理と「彼岸花まつり」 

 ・彼岸花・スイセンの球根を計 17,000 球植栽し，延べ 21,300 人が訪問。 

❑「バラの小径」整備・記念樹の贈呈 

 ・駅前緑地に苗木を植樹。また，記念樹として 189 人にバラの助成券を贈呈。 

緑化イベント・コンクール 

❑写真コンクール・花壇写真コンテスト 

 ・花と緑をテーマにした市民応募作品を表彰。（応募数：写真 44 点，花壇 208 点） 

（実績値は令和 6 年度（2024 年度）） 

 

（６）緑化の推進及び緑地の保全に関する市民活動 

緑化の推進に関するものとして，街かど花壇への植栽やバラのまち八千代を PR するサンプル

ガーデンの管理，あさがおの花いっぱいのまちづくりなどが展開されています。また，緑地の保

全に関するものとして，里山や谷津，河川などを対象とした自然観察会や清掃活動，下草刈りな

どの維持管理活動が実施されています。また，里山楽校の卒業生による里山整備などの活動が実

施されています。 

 

①八千代花と緑の応援団 

平成 13 年（2001 年）に有志で発足し，平成 30 年（2018 年）に駅近隣の緑が丘自治会の皆様

が活動趣旨に賛同，リスタートを切り，およそ 100 名が活動しています。 

東葉高速鉄道八千代緑が丘駅北口の駅前ロータリーや，八千代緑が丘駅から京成バラ園に至る

1.1 キロメートルの遊歩道で，バラの植樹や手入れを行っています。また，東葉高速鉄道村上駅

前ロータリーバラ園では市と協働で管理を行っています。 
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②新川千本桜の会 

平成 13 年（2001 年）に八千代市主導で「新川千本桜植栽事業」が開始され，その後，植樹や

維持管理のための市民ボランティア組織「新川千本桜の会」が平成 15 年（2003 年）に発足，平

成 16 年（2004 年）には助成金を受けて活動を本格化させました。新川両岸の河川敷に植栽され

た約 1,300 本の桜木の維持管理をフィールドワークとして実施しています。 

 

③里山活動団体 

平成 23 年度（2011 年度）から八千代市が実施している里山整備ボランティア人材育成講座

（里山楽校）の修了者等が中心となって，各団体が各々の活動地で里山の整備等をおこなって

います。八千代市に登録のある団体として，里山むつみ隊・里山竹の会・里山フォース会・五

蘭会・八千代里山ロック隊・里山虹の会・里山再生部などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

里山整備ボランティア人材育成講座（里山楽校） 

八千代市では，緑の保全や都市緑化を市民ボランティアの皆様と協働で進めています。そ

の担い手育成のために実施しているのが「里山整備ボランティア人材育成講座（里山楽校）」

です。 

講座は，①里山ボランティア活動への参加，②刈払機や大鎌の扱い方などの森林整備技術，

③チェーンソーを含む安全講習，④現地での里山活動体験，⑤活動団体による報告や入会相

談会の全 5 回のプログラムから成り，里山整備に必要なスキルの習得をめざした内容となっ

ています。 

修了者は，市内の里山活動団体に参加し，地域の自然環境を守る担い手として活躍してい

ます。 

 

里山楽校の様子 里山整備の活動 
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（７）旧計画で定めた重点施策の取り組み状況について 

以下に，旧計画で定めた重点施策に関連する取り組み内容の概要を示しました。 

谷津・里山の保全を進める（旧計画 重点施策 1） 

重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区とし

て保全配慮地区を設定し，保全配慮地区の状況に応

じて保全に取り組みました。 

また，里山活動団体やヤマトミクリの里づくり協

議会，ほたるの里づくり実行委員会などと連携し，動

植物の生息・生育状況，維持管理の状況等について情

報共有し，植生や動植物の生息・生育状況，維持管理

の状況などについて把握に努め，ほたるの里づくり

実行委員会などと連携し，対象地区に合わせた保全

策を実施しています。また，周辺の樹林地を残して整

備されている熱田ヶ池公園では，環境美化ボランテ

ィアの協力により適切な維持管理をはかりました。 

 

まちの玄関口を彩る緑化を進める（旧計画 重点施策 2） 

遊歩道や歩行者・自転車道において，ボランティア団体等の協力を得て，バラ等の植栽を実施

しました。また，緑化推進指導要綱を改定し，屋上緑化についても緑化の対象として，より多様

な緑化を図ることができるように取り組みを行いました。 

 

市街地内農地を守り・活かす（旧計画 重点施策 3） 

多くの生産緑地地区が指定後 30 年を迎えることから，所有者の意向に配慮しつつ，営農を継

続すべき生産緑地地区については，特定生産緑地への指定を進めました。また，生産緑地地区の

面積要件についても 500 ㎡から 300 ㎡への引き下げを行いました。 

 

維持管理を進め，公園・緑地の質を高める（旧計画 重点施策 4） 

近隣公園の整備等において，地域住民の意見等を取り入れると共に，既存の公園における老朽

施設の更新にあたっても利用者のニーズ等を考慮し，機能向上を図っています。また，大規模公

園における指定管理者制度の導入により，公園の運営管理の効率化等に取り組んでいます。 

公園の樹木の計画的な維持・再生については，新川千本桜の植替えなど，優先度の高いものか

ら対応を図っています。また，倒木の危険があると判断される公園の植栽木や街路樹などについ

ては，樹木医による点検を行っています。 

市民の森においては，永続的な土地の確保のために，都市計画決定を行っている範囲から買収

を進めているほか，環境美化ボランティアの協力により高津小鳥の森に巣箱を設置する等，野鳥

の生息に配慮した取り組みを行っています。 

 

図 保全配慮地区位置図 
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（８）近年の新たな市の取り組み 

①全国さくらシンポジウム 

昭和 57 年（1982 年）に始まった全国さくらシンポジウムは，昭和 61 年（1986 年）から（公

財）日本花の会と市町村との共催となり，開催地の地元で実践されている桜の保全管理活動の事

例発表やパネルディスカッションなどが行われています。令和 8 年（2026 年）4 月には，本市で

2026 全国さくらシンポジウムｉｎ八千代の開催が予定されており，本市も実行委員会に参画し

ています。 

 

②100 万本のバラ植栽構想 

八千代市では，市のシンボルであるツツジやバラ，市民参加によって形作られた新川千本桜と

いった観光資源の魅力を様々な機会を通じて市内外へ発信しながら，積極的で効果的なシティセ

ールスを展開し，本市の認知度やイメージの向上，本市に対する誇りや愛着を醸成することで魅

力あるまちづくりを進めています。 

バラについては，バラの植栽管理，啓発，学校教育及び生涯学習，資金についての計画の策定

や事業効果の検証などを行うことを目的として，令和 2 年（2020 年）11 月にバラのまちづくり

庁内委員会を設置し，「100 万本のバラ植栽構想事業」を推進しています。 
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３． 関連計画等（緑を取巻く社会情勢の変化） 

（１）法令，国の計画など 

①都市緑地法等の一部を改正する法律，緑の基本方針（令和 6年（2024 年），国土交通省） 

気候変動対策や生物多様性の確保，幸福度（Well-being）の向上等の課題解決に向けて，都市

緑地法等の一部を改正する法律が令和 6 年（2024 年）11 月に施行されました。 

改正法では，都市における緑地の質・量両面での確保，再生可能エネルギーの導入やエネルギ

ーの効率的利用等の推進，良好な都市環境の実現，地方公共団体や民間事業者の取り組みを後押

しする仕組みの構築をめざし，国が都市緑地に関する基本方針を策定して全国的な目標や官民の

取り組みの方向性を提示することや，指定法人が地方公共団体に代わって緑地の買入れや整備を

行う制度を創設して財政面・技術面から地方公共団体を支援することなどが定められています。 

なお，令和 6 年（2024 年）12 月に策定された緑の基本方針（国）では，将来的な都市のある

べき姿として「人と自然が共生し，環境への負荷が小さく，Well-being が実感できる緑豊かな都

市」と定めています。また個別目標として，「環境への負荷が小さいカーボンニュートラル都市」，

「人と自然が共生するネイチャーポジティブを実現した都市」，「Well-being が実感できる水と

緑豊かな都市」を掲げ，実現のための施策を取りまとめています。 

八千代市ではこれまでに，旧計画で「基本方針 1（緑の保全）」の施策で人と自然の共生につ

いて触れているほか，「基本方針 2（都市緑化）」においてバラやツツジを活用したまちづくり

を進めています。今後も緑の取り組みを通して，市民の幸福度（Well-being）高めることができ

るまちづくりを進めていきます。 

 

②グリーンインフラ推進戦略 2023（令和 5年（2023 年），国土交通省） 

グリーンインフラは，「社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において，自然環境

が有する多様な機能を活用し，持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取り組み」

です。この計画では，「自然と共生する社会」の実現に向けた国土交通省の取り組みが総合的・

体系的に位置づけられています。 

具体的には，「自然の機能を活用した温室効果ガスの吸収源対策」，「自然の機能を活用した

防災機能の向上等の取り組み」，「快適な都市空間・生活空間の形成」，「健康にクリエイティ

ブに楽しく暮らせる空間づくり」，「地域における自然や生態系の保全・再生，グリーンインフ

ラコミュニティの醸成」，「子どもたちの活動や教育の場としての自然や生態系の創出・活用等

の取り組み」といった施策が整理されています。 

八千代市ではこれまでに，旧計画での施策で人と自然の共生について触れているほか，八千代

市第 3 次環境保全計画（改訂版）などの計画でも自然と共生する社会の実現を目的とする施策を

体系化し，その実現に向けた取り組みを進めています。本計画においても，緑の多面的な機能を

活かした施策を推進します。 

 

（２）県や市の計画等 

① 八千代都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針 

「都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」は，人口，人や物の動き，土地の利用のしかた，

公共施設の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし，将来のまちをどのようにしてい
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きたいかを具体的に定めるものです。 

「八千代都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」では，基本理念として，「快

適に暮らせる住宅都市」，「水と緑にあふれた公園緑地都市」，「近代的農業と住宅が調和した

田園都市」を掲げ，都市計画の方針を定めています。 

 

②八千代市第 5次総合計画 

人口減少，超高齢社会の影響を踏まえた展望を描き，社会経済情勢の変化に対応しながら，持

続可能な発展を目指した長期的な視点に立ち，総合的かつ計画的にまちづくりを進める指針とし

て，令和 3 年（2021 年）3 月に策定されました。リーディングプロジェクトとして，「子育てし

やすい環境づくりに向けた取り組みの推進」，「超高齢社会への対応」，「安心・安全が目に見

えるまちづくりの推進」，「豊かな自然環境の保全と活用」，「地域の魅力づくり」，「最適な

公共サービスの提供」の 6 つを掲げています。 

部門別計画の中では，公園・緑地に関する将来のまちの姿を，「魅力ある公園・緑地の整備を

進め，公園・緑地を恒久的な緑の財産として維持管理し，緑を活かした潤いのあるまち」とし，

また，基本方針を，「「みんなでつくる緑豊かなまち」を実現するため，魅力ある公園・緑地の

整備を進めるとともに，市民・企業・行政が一体となって都市緑化を推進します。また，地域で

愛される公園となるよう，市民等との連携による公園管理に努めます。」としています。 

 

③八千代市都市マスタープラン 

将来の都市づくりの基本理念や目標のほか，土地利用を始めとする分野別の方針など，将来の

見通しや目標を明らかにするものとして，令和 5 年（2023 年）7 月に策定されました。 

分野別方針の中の「緑と景観の方針」では，快適に暮らせる，自然と調和した都市づくりを実

現するため，公園・緑地の整備・管理を進めるとともに，新川を中心としたふれあいネットワー

ク軸や谷津・里山など自然系緑地の保全・整備，河川の整備を推進するとしています。 

近年減少傾向にある生産緑地に関しては，特定生産緑地の指定を促進するとともに，柔軟な運

用に努めること，農産物等直売所など都市農業に親しむ空間づくり，都市住民が農業を体験・実

践できる場として活用するなど，都市農業の新たな展開を図る場として，法や制度改正の動向を

踏まえつつ活用の仕組みづくりを検討するとしています。 

 

④八千代市第 3次環境保全計画（改訂版） 

現在及び将来の市民が，健全で良好な環境の恵みを受けられ，その環境が将来にわたって維持

されるよう，環境保全に関する総合的かつ長期的な施策・事業を示す計画として，令和 6 年（2024

年）3 月に策定されました。 

計画では，ゼロカーボンシティを推進する観点からバイオマスエネルギーの利用促進，グリー

ンビルディングの推進，水・緑を活用したまちづくりを進めるとしています。また，自然環境分

野では，谷津・里山の多面的機能の維持・保全，グリーンインフラの整備と活用など，緑の基本

計画に関連する施策やプロジェクトが環境の視点から多く示されています。 
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⑤優良緑地確保計画認定制度 

優良緑地確保計画認定制度は，都市緑地法に基づき，民間事業者等による良質な緑地確保の取

り組みを，国土交通大臣が気候変動対策・生物多様性の確保・Well-Being の向上等の「質」と緑

地の「量」の観点から評価・認定する制度です。 

緑の価値が見える化されることで，投資家や金融機関等に持続可能な社会の実現に向けた取り

組み姿勢などが評価され，優遇措置が図られることで，良質な緑地の整備に繋がります。 
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４． 緑の課題 

八千代市ではこれまでに，市民，事業者との協働しながら様々な緑に関わる取り組みを進めて

きました。しかし，社会情勢の変化や地域制緑地を中心とする緑地面積の減少などの課題により

一層対応していく必要があります。 

 

１.谷津・里山をはじめとした八千代市の特徴的な緑の保全 

・近年の地球温暖化や生物多様性の危機的な状況を受

けて，緑のもつ環境保全効果が一層重要になってき

ています。また，豊かな自然環境は，市民の誇りで

あり，市内外から訪れる人を引き付ける魅力を持っ

ていることから，自然環境を守りつつ有効な活用を

図り，次世代へ引き継いでいくことが重要です。 

・しかし，こうした自然環境は，都市化や耕作放棄地

の増加などによって失われつつあり，生物多様性の低下を招いています。いったん失われた

自然は回復に長い時間と多大な労力を要します。元の姿に戻すことは極めて困難であり，そ

の結果，生態系や景観の喪失，食料生産力の低下などを招き，後世に大きな負担を残す可能

性があります。 

・八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）に基づく取り組みや，環境省による生物多様性保全

上重要な里地里山への選定などに対応し，谷津・里山の保全への積極的な取り組みが望まれ

ます。 

・谷津・里山の保全の担保性を向上させるための法的規制の導入や，市民参加による保全の仕

組みづくりなどについて検討が必要です。 

・地域森林計画対象民有林，農業振興地域内農用地区域などの郊外の地域制緑地の面積の大幅

な減少を抑制するとともに，管理放棄されつつある山林や農地の維持管理を進めるため，担

当部局と連携した取り組みが必要です。 

・市街地に残る樹林地や生産緑地地区などについても，都市における貴重な緑の空間として，

農産物等直売所など都市農業に親しむ空間づくり，都市住民が農業を体験・実践できる場と

して活用するなど，積極的な保全と維持管理，活用が望まれます。 

 

２.魅力的な八千代市の緑の形成 

・緑を活かした潤いのあるまちとして市民の幸福度

（Well-being）を高め，また地域の魅力を高めてい

くために，市の花「バラ」及び市の木「ツツジ」や

新川千本桜など，市の特徴となる花のまちづくりの

取り組みの継続が望まれます。 

・市民や事業者などの協力により多数の緑地・緑化協

定などが結ばれており，それにより形成される緑豊

かな居住環境の維持が望まれます。 
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・今後，八千代市での暮らしを魅力的にするだけでなく，市外の人にも魅力を感じてもらえる

よう，市街地の緑の形成方策について検討が必要です。 

 

３.生活環境と防災を統合した自然活用型のまちづくり 

・民有林や生産緑地は減少傾向にあり，今後，これらの減少対策とともに，街区公園などに雨水

浸透機能を付加させた雨庭（レインガーデン）など，生活環境と防災を統合した自然活用型の

まちづくりが求められます。 

 

４.市民の多様な活動を支える特色ある公園・緑地の整備 

・大規模な住宅団地の整備などの市街地整備に伴い，多

数の公園・緑地が整備されており，これらを十分活用

するため，公園・緑地を恒久的な緑の財産として維持

管理し，潤いのあるまちとしていくことが望まれま

す。 

・新川沿いには県立八千代広域公園などの公園や遊歩

道の整備による市民の憩いの拠点が形成され，自然の

中で様々な活動が展開できる環境の維持・充実が望まれます。 

・既存の公園施設の適切な維持管理や，多様化する市民ニーズに対応したリニューアルなど，

ストックマネジメントの視点を踏まえた公園・緑地の維持管理について検討が必要です。 

 

５.生物多様性への配慮など持続可能な都市づくりを目指した緑の確保と質の向上 

・ヤマトミクリなどの希少植物や，豊かな里山の生態系

のシンボルであるオオタカなど，八千代市の緑は多く

の生き物の生息・生育地となっており，生物多様性を

支える緑のネットワークを考慮した施策を展開する必

要があります。 

・八千代市の豊かな緑は，都市化の進展や生活様式の変

化，農家の減少による手入れ不足などの新たな問題も

抱えており，その対応が必要です。 

・多様な生き物の生息・生育を支えるため，緑の量の確保のみならず，生物多様性へ配慮した

緑化など，緑の質的な向上が望まれます。 

・「自然と共生する社会」の実現に向けて，八千代市第 3次環境保全計画（改訂版）と調和し

た緑化施策による，持続可能な都市づくりが望まれます。 
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第２章 緑の概況 

６.緑に親しみ，守り・育てる仕組みづくり 

・公園や河川の環境美化ボランティア制度による緑の維持

管理や，生き物の観察会の実施など，緑に関わる多様な

市民活動の維持・拡大が望まれます。 

・高齢化や人々の生活スタイルの変化などに伴い，手入れ

の行き届かない緑が増加していることから，その対応策

の検討が必要です。 

・近年，健康にクリエイティブに楽しく暮らせる空間づく

りが求められる中で，緑に求められる市民ニーズも多様

化していることから，これらのニーズに対応するための仕組みについても検討していく必要

があります。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

 

 

 谷津と湧水 

千葉県北部の地形の大部分は，約 12 万年前の海底が隆起してできた台地と，縄文時代の

海底だった低地から構成されています。また台地の縁には「谷津」と呼ばれる小さな谷が，

多数存在します。 

台地に降った雨は地下に浸み込み，地下水になります。台地の地下水は谷津の斜面と平野

が接するところ（谷津の谷底の縁）で湧き水として地上に現れます。 

この湧き水が集まって河川が形成され，さらにその河川が集まり，印旛沼や手賀沼に流れ

込みます。すなわち谷津は沼・湖の水源です。印旛沼の流域には，約 600 箇所の谷津がある

ことが知られています。 

1950 年代ごろまで，谷津の谷底では，豊富な湧き水を利用し，主に水田稲作が行われてい

ました。また，当時の農業は，肥料や牛馬の餌としてたくさんの草が必要でしたが，それら

の草資源は斜面や台地の上から調達されていました。農業や生活のために維持されていた台

地上の草原や樹林は，同時に地下水の涵養にも役立ち，湧き水の維持にも貢献していたと考

えられます。このように水循環と一体となった土地利用が展開されていました。 

かつては水田として利用されていた谷津ですが，その用途は時代とともに大きく変化して

きました。1960 年代には，印旛沼・手賀沼・利根川周辺で規模の大きい水田が拓かれる一方

で，地形が狭く，排水が困難な谷津の水田では休耕や耕作放棄が進みました。 

また 1970 年代以降は，台地上を中心に都市化が進行した影響で，谷津の埋め立てが進行

しました。このため谷津の数はかつての半分程度まで減少しました。谷津の開発は近年でも

進行しています。さらに台地上での都市開発により，それまで草原や樹林で覆われていた場

所が，アスファルトやコンクリートなど雨水が浸透しない地面に置き換わっていきました。

その影響で雨水が地面に浸透しなくなり，谷津での湧水も減少したと考えられます。 

 

※引用：自然とかかわり豊かに暮らす【谷津編】（北総地域における里山グリーンインフラの手引き）

https://www.chikyu.ac.jp/publicity/publications/others/img/yatsu.pdf 

発行 総合地球環境学研究所 Eco-DRR プロジェクト 

執筆・編集 里山グリーンインフラ勉強会「手引き書製作チーム」（東海林太郎，小笠原奨悟，佐竹康孝，鈴

木広美，西廣淳）他 
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第３章 緑の将来構想 

第３章  緑の将来構想 

計画の基本理念，緑のまちづくりテーマ，基本方針や緑地の確保目標など，目指すべき緑の将

来構想を示します。 

 

１． 計画の基本理念                                

計画の基本理念は以下のとおりとします。 

 

八千代市は市の中央を流れる新川を中心とした緑豊かな都市です。 

緑の都市宣言や八千代市ふるさとの緑を守る条例の制定，緑地・緑化協定などの締結，環境保

全林・市民の森などの指定，花のまちづくり構想に伴う事業の推進など，様々な緑づくりに取り

組んできました。 

こうした取り組みをもとに，平成 15 年（2003 年）3 月に八千代市緑の基本計画を策定し，市

民，事業者との協働による緑づくり，自然を感じる市街地の創出，里山の保全と再生，地域性豊

かな緑の創出，グリーンネットワークの形成を基本方針に，緑のまちづくりを体系的・計画的に

進めてきました。 

 

八千代市北部の自然豊かな地域では，谷津・里山の環境を守るため，市民参加による生き物調

査を実施し，平成 23 年（2011 年）の八千代市谷津・里山保全計画（令和 6 年度（2024 年度）

に八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）と統合）の策定により，市民協働による保全活動など

の取り組みが進められています。 

また，南部の市街地では，市のシンボルである新川のほとりに，県立八千代広域公園の整備が

進められているほか，身近な公園整備や市民の森の指定，緑地・緑化協定の締結が進み，緑を感

じながら暮らせる環境づくりが進んでいます。 

 

本計画では，こうした緑づくりの取り組みを更に発展させるため，引き続き谷津・里山の保全

や花と緑のまちづくり，市民に愛される公園・緑地の整備などに取り組むほか，豊かな緑をつな

ぐ，生物多様性に配慮したエコロジカルネットワーク※１の構築などについて取り組みを進めます。 

また，このように守り，創出した豊かな緑を適切に維持管理するために，市民や市民団体，事

業者，行政が一体となり力を合わせて，緑の都市を次世代へとつなぐことを本計画の基本理念と

します。 

 

 

  ※１エコロジカルネットワーク 

野生の生き物は，繁殖の場や餌場，休息の場など，様々な場を必要
とします。また，渡りのとき，繁殖のとき，巣立ちのとき，餌をとりに
行くとき，ねぐらに戻るときなど，様々な目的で移動しています。生

き物が必要とする場所と，生き物の移動経路から構成されるのが，エ
コロジカルネットワークです。 
自然地が失われたり，分断されると，エコロジカルネットワークの

質が低下します。このエコロジカルネットワークが失われると，自然
の質が低下し，繁殖がうまくいかなくなり，その生き物の存続に支障
をきたします。 

 
資料：平成16年（2004年）国土交通省「人と自然との美しい共生 エコ

ロジカル・ネットワーク」 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

２． 緑のまちづくりテーマ                             

基本理念を踏まえ，緑豊かなまちづくりを目指すための基本的な考え方やビジョンなどを表す

フレーズとして，“緑のまちづくりテーマ”を掲げます。 

 

 

 

 

 

３． 計画の基本方針 

基本方針１：（緑の保全） 

谷津・里山など，八千代市の特徴となる豊かな緑を守ります          

八千代市の骨格となる谷津・里山などの緑や，市街地に残存する身近

な緑について，計画的な保全を進めます。 

また，谷津・里山の保全活動など，積極的な取り組みを更に進め，八

千代市の特徴となる豊かな緑を守ります。 

 

基本方針２：（都市緑化） 

美しく，心地良い，花と緑の都市をつくります                

八千代市の魅力を高めるよう，市の花「バラ」及び市の木「ツツジ」

や新川千本桜などを活用した花のまちづくりや，緑地・緑化協定などに

よる豊かな緑のまちづくりを更に進め，美しく，心地良い，花と緑の都

市をつくります。 

 

基本方針３：（公園・緑地の整備） 

市民に愛される公園・緑地を整備します                   

県立八千代広域公園をはじめ，整備された公園や緑地，緑道は市民の

憩いの場となっています。 

市民に愛される公園・緑地の適切な維持管理に努め，多様化する市民

のニーズに合わせるための再整備を進めます。 

 

基本方針４：（生物多様性の確保） 

生物の多様性に配慮したエコロジカルネットワークを形成します        

八千代市の谷津・里山は，様々な生き物の生息・生育空間となって

います。 

緑の保全，都市の緑化，公園・緑地の整備など，様々な場面を通じ

てグリーンインフラを整備し，生物多様性の確保はもとより，気候変

動対策や市民の幸福度(well-being)の向上等，緑地の持つ多面的機能

の活用を図ります 。 

 

基本方針５：（緑の取り組み） 

緑に親しみ，みんなで育てます                       

八千代市の豊かな水や緑に親しむ環境づくりを進めます。 

また，その維持管理や更なる利活用を進めるため，市民や市民団体，

事業者などの多様な主体が連携・協力する，緑に親しみ，みんなで育て

る仕組みづくりを進めます。 

「みんなでつくる 緑豊かなまち 八千代」 
～人と生き物がともに暮らす緑の都市を次世代へ～ 
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第３章 緑の将来構想 

４． 緑地の確保目標 

計画の基本理念，計画の基本方針の実現に向け，将来確保すべき緑地※１の量を目標値として，

以下のとおり定めます。 

 

（１）緑地の確保目標水準 

目標年度の令和 17 年度（2035 年度）までに確保する，緑地の目標水準を以下のとおり示しま

す。 

 

緑地確保 
目標水準 

（目標年度） 
令和 17 年度 
（2035 年度） 

市街化区域面積 
（2,303ha）に対する割合 

都市計画区域面積 
（5,139ha）に対する割合 

概ね 326ha 
14％ 

概ね 2,247ha 
 43％ 

 

【参考】（令和 6 年度（2024 年度）） 

：市街化区域面積（2,303ha）における面積 約 297.8ha 

：都市計画区域（市域）面積（5,139ha）における面積 約 2,056.9ha 

 

 

（２）都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準 

目標年度の令和 17 年度（2035 年度）までに確保すべき，都市公園※２及びこれに準じた施設を

含む都市公園等※３の整備目標水準※４を以下のとおり示します。 

 

年  次 

基準年度 
平成 27 年度※５ 
（2015 年度） 

㎡／人 

中間年度 
令和 7 年度 

（2025 年度） 
㎡／人 

目標年度 
令和 17 年度 
（2035 年度） 

㎡／人 

都市公園 4.8 5.8 7.9 

都市公園等 19.2 19.5 21.8 

都市計画区域人口※６ 196 千人 208 千人 207 千人 

 

 

※１緑地…何らかの制度または，社会通念的な位置付けにより，永続的に担保されるオープンスペースのこと。 

詳細は「第 1 章 4（3）緑地とは」参照。 

※２都市公園… 住区基幹公園（街区公園・近隣公園・地区公園） 

都市基幹公園（総合公園・運動公園） 

広域公園 

市民の森，都市緑地・緑道 

※３都市公園等… 都市公園に公共施設緑地（借地などの理由による未公告の公園・市民の森，遊歩道，公開している教育施設， 

陸上自衛隊用地など，公園緑地に準じる公共施設）を足したもの。詳細は前出の「緑地とは」参照。 

※４平成 29 年に現況の緑地量を精査した結果，現況値が修正されたため，過去に策定した計画等の数値と差が生じています。 

※５平成 27 年度欄の都市公園，都市公園等とも，平成 28 年度末時点の数値を使用しています。 

※６都市計画区域人口の中間年度と目標年度については，八千代市人口ビジョン（令和 5 年（2023 年）3 月改訂）の数値を使

用しています。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 
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第４章 緑の配置方針 

第４章  緑の配置方針 

将来構想の実現に向け，緑の将来構造と配置方針を示します。 

 

１． 緑の将来構造 

八千代市の緑の構造をゾーン，エリア，拠点，軸に区分します。 

  

（１）ゾーン区分 

八千代市の土地利用区分に合わせ，緑のゾーンを配置します。 

名 称 位 置 位置付け及び方針 

自然環境保全 

ゾーン 

主に市北部の 

市街化調整区域 

市北部の市街化調整区域は自然環境を保全す

るゾーンとして位置付け，八千代市の原風景と

なる里山や谷津を保全します。 

新市街地 

ゾーン 

主に市中央部の 

市街化区域 

東葉高速線が通る市中央部の市街化区域を新

市街地ゾーンとして位置付け，新市街地にふさ

わしい都市緑化の維持・推進を図ります。 

既成市街地 

ゾーン 

主に市南部の 

市街化区域 

京成本線が通る市南部の市街化区域を既成市

街地ゾーンとして位置付け，身近な緑の維持・

推進を図ります。 

 

（２）エリア区分 

地域やまちの特性に合わせ，特徴的な緑づくりを図るエリアを配置します。 

名 称 位 置 位置付け及び方針 

谷津・ 

里山エリア 

八千代市第 3 次環境保全

計画（改訂版）において，

谷津・里山保全地域として

指定されるエリア 

八千代市の特徴となる谷津・里山を有するエリ

アとして，谷津・里山の保全を図ります。 

住宅団地・工業 

団地エリア 

面的整備により形成され

たまとまりある住宅団地

や工業団地のエリア 

面的に整備された住宅団地や工業団地を位置

付け，緑地・緑化協定などにより，一団の特徴

ある緑の維持・形成を図ります。 

ゴルフ場，陸上 

自衛隊用地 

まとまった土地利用がな

されるエリア 
大規模オープンスペースとして位置付けます。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

（３）拠点の配置 

緑の保全や緑化，緑の活動が展開される緑の拠点を配置します。 

名 称 位 置 位置付け及び方針 

広域緑 

の拠点 

県立八千代 

広域公園 

県立八千代広域公園は広域からも多くの人を引きつ

け，八千代市の中核となる緑の拠点として位置付けま

す。都市環境の保全・景観・防災・レクリエーション・

生物多様性の保全など様々な機能の維持・拡充を図り

ます。 

谷津・里山 

の拠点 

島田谷津，石神谷

津，菖蒲谷津， 

ほたるの里等 

生物多様性の保全上重要な里地里山に選定される里

山を，谷津・里山保全の拠点として位置付けます。良

好な自然環境の維持・保全を図るとともに，市民や市

民団体など多様な主体と協力しつつ活動の展開を図

ります。 

まちなか緑

の拠点 

総合公園，地区公園，

近隣公園，市民の森

等※１ 

各公園を市民生活に身近な緑の拠点として位置付け

ます。それぞれの特性に応じ，都市環境の保全・景観・

防災・レクリエーション・生物多様性の保全など様々

な機能の維持・拡充を図ります。 

花と緑 

の拠点 

鉄道駅周辺，大和田

駅～八千代中央駅を

つなぐ沿道及び周辺 

鉄道駅周辺や大和田駅～八千代中央駅をつなぐ沿道

及び周辺を，多くの人が利用する市のシンボルとなる

緑の拠点として位置付けます。花や緑の植栽により，

八千代市の玄関口にふさわしい緑空間の形成を図り

ます。 

緑の活動 

の拠点 

八千代総合運動公

園，京成バラ園，道の

駅やちよ（八千代ふ

るさとステーショ

ン・やちよ農業交流

センター） 

八千代総合運動公園などの施設を，緑の活動を展開す

る拠点として位置付けます。それぞれの施設の特性に

応じ，多様な主体と協力しつつ，多様な緑とのふれあ

いや活動などの機会の創出を図ります。 

  

※１市民の森等… 公告している市民の森８箇所に加えて，未公告の八千代台南市民の森，萱田町市民の森，大和田新田樹

木見本園を含む 11 箇所。 
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第４章 緑の配置方針 

（４）軸の配置 

それぞれの緑を結び機能の強化を図る緑の軸を配置します。 

名 称 位 置 位置付け及び方針 

水と緑の 

骨格軸 

印旛放水路（新川・花見

川），神崎川，桑納川，

石神川，勝田川，高野川

及び花輪川の各河川  

河川は，水と緑の骨格軸として位置付けます。

様々な緑を結び都市環境の保全・景観・防災・レ

クリエーション・生物多様性の保全などの機能の

維持・拡充を図ります。 

緑の 

シンボル軸 

大和田駅～八千代中央

駅をつなぐ沿道及び周

辺，まちの緑をつなぐ主

要な緑道，主要な都市計

画道路 

主要な道路を市民生活において身近に存在する

緑のシンボル軸として位置付けます。緑道や歩道

により歩行者が安心して移動でき，街路樹や草花

などの植栽による空間形成を図ります。 

広域道路軸 

国道 16 号，国道 296 号

バイパス，（仮称）幕張

千葉ニュータウン線の

広域道路 

八千代市と周辺地域とを結ぶ軸として位置付け

ます。 

エコロジカル

ネットワーク

軸 

生物多様性の観点から

評価される緑 

生物多様性の観点から評価される緑を位置付け，

可能な限り，緑の連続性の確保を図ります。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

２． 緑の将来構造図   
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第５章 全市的視点からみた緑の施策 

第５章  全市的視点からみた緑の施策 

緑の将来構想の実現に向け，５つの基本方針に従い施策の体系及び緑の施策を示します。 

１． 施策の体系                                  

  
基本方針1（緑の保全）

施策

番号

① 八千代市第３次環境保全計画（改訂版）の推進 1

② 谷津・里山の保全手法の検討 2

③ 斜面樹林・平地林の保全 3

① 郊外の農地の保全 4

② 農業体験の推進 5

① 社そう林・屋敷林の保全 6

② 市街地内樹林地の保全 7

③ 樹林地の維持管理の充実 8

(2) 名木・巨木の保全 9

(3) 生産緑地地区の保全 10

① 主要な河川の保全・整備 11

② 小河川の多自然川づくりの推進 12

③ 生き物が生息・生育できる川づくりの推進 13

(2) 湧水点の保全 14

① 水源かん養地の保全 15

② 雨水の地下浸透の推進 16

基本方針２（都市緑化）

(1) 市の花「バラ」，市の木「ツツジ」の活用 17

(2) 新川千本桜の活用 18

① 緑地・緑化協定の活用 19

② 多様な住宅地緑化の支援方策 20

③ オープンガーデンの推進 21

(2) 商業施設緑化の推進 22

(3) 工場緑化の推進 23

① 公共施設などの緑化の推進 24

② 道路緑化の推進 25

① 屋上・壁面緑化などの推進 26

② 八千代らしい植栽などの検討 27

③ 大和田新田樹木見本園の有効活用 28

基本方針３（公園・緑地の整備）

(1) 広域公園 29

① 運動公園 30

② 総合公園 31

① 街区公園 32

② 近隣公園 33

③ 地区公園 34

(4) 市民の森等・都市緑地など 35

① ユニバーサルデザインの導入推進 36

② 市民緑地制度の活用検討 37

① 公園の維持管理体制の充実 38

② 遊具などの安全性確保 39

① 市民ニーズを踏まえた公園の再生 40

② 公園施設長寿命化の検討 41

③ 樹木の維持・再生計画の検討 42

(1) 防災機能の強化 43

(2) 公園の多面的な活用方策の検討 44

基本方針４（生物多様性の確保）

(1) 生物多様性に配慮した地域づくり 45

(2) 希少な動植物保護方策の検討 46

(1) 希少な動植物の調査・把握 47

(2) 外来生物への対応 48

(1) 都市緑化の際の多様性配慮 49

(2) ビオトープの管理 50

(3) ほたるの里の保全・活用 51

(1) 骨格的なエコロジカルネットワークの保全 52

(2) まちなかエコロジカルネットワークの確保 53

基本方針５（緑の取り組み）

(1) 緑の情報発信・収集 54

① 自然とふれあう活動の充実 55

② 緑化活動の機会の創出 56

① 市民・市民団体との協力 57

② （公財）八千代市地域振興財団との協力 58

(1) 緑に関する条例の強化 59

(2) 助成 60

(3) みどり法人制度の導入検討 61

(4) 緑の維持管理方策の総合的な検討 62

エコロジカルネットワーク
を確保する

緑に親しみ，
みんなで
育てます

5-1
緑に親しむ仕組みづくり
を進める

(2) 緑に親しむ機会の充実

(3) 協力体制の構築

5-2 緑の制度の充実を図る

3-3 公園を活用する

生物の多様性
に配慮した
エコロジカル
ネットワーク
を形成します

4-1
生物多様性に配慮した
計画と連携する

4-2
健全な生態系を
保全する

4-3
ビオトープ空間を
創出する

4-4

(3) 住区基幹公園

(5) 公園整備手法

3-2 公園を維持管理する

(1) 公園の維持管理の充実

(2) 公園のリニューアルの推進

住宅地緑化の推進

(4) 公共施設緑化の推進

(5) 緑化手法の検討

市民に愛される
公園・緑地を
整備します

3-1 公園を整備する

(2) 都市基幹公園

美しく，
心地良い，
花と緑の都市
をつくります

2-1
花のまちづくりを
推進する

2-2
緑のまちづくりを
推進する

(1)

樹林地の保全

1-3 水辺を守る

(1) 河川・水辺の保全

(3) 水循環の確保

谷津・里山など
八千代市の
特徴となる
豊かな緑を
守ります

1-1
谷津・里山などの
緑を守る

(1) 谷津・里山の保全

(2) 農地の保全

1-2
市街地とその周辺の
緑を守る

(1)
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

２． 全市的視点からみた緑の施策                          

 

基本方針１（緑の保全） 

谷津・里山など八千代市の特徴となる豊かな緑を守ります 

八千代市第 3次環境保全計画（改訂版）と連携を図りながら，谷津・里山の保全に向けての積極的

な取り組みを進めるとともに，谷津・里山を保全するため，新たな保全制度について検討します。 

また，環境省特定植物群落選定の七百餘所神社をはじめとする社そう林・屋敷林や，市民の森など

市街地の樹林地の保全を進めるとともに，郊外の農地や市街地内の生産緑地地区の保全，河川や湧水

などの水辺の保全を図っていきます。 

これらの緑の保全にあたっては，市民参加による保全の仕組みづくりを進めていきます。 

 

基本方針１-１ 谷津・里山などの緑を守る 

（１）谷津・里山の保全 

①八千代市第 3次環境保全計画（改訂版）の推進（施策１） 

・八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）

に基づき，多様な生物の生息・生育地で

あり骨格的な自然要素である谷津と里山

を一体的に保全します。 

・森林の適正な管理を通じて更新を促すと

ともに，公共事業や住宅への県産木材の

利用を周知することで，森林の保全を進

めます。 

・行政・市民・土地所有者の連携を図りな

がら，里山の適切な維持管理を図ります。また，里山楽校を卒業した市民などによる里山保

全活動を今後も支援し，維持管理活動の充実を図ります。 

 

②谷津・里山の保全手法の検討（施策２） 

・谷津・里山において，谷津田と斜面樹林を一体的に保全するため，新たな保全制度について

検討します。 

 

③斜面樹林・平地林の保全（施策３） 

・八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）に基づいた市民参加の竹林対策の実施や平地林など

で進行する竹林化の進行防止策について検討します。 

・樹林地内の不法投棄に対し，不法投棄連絡員や不法投棄監視装置（カメラ）による監視体制

を構築するとともに，再投棄や常習化を防ぐため，看板設置や早期撤去に取り組みます。 

 

（２）農地の保全 

①郊外の農地の保全（施策４） 

・市街化調整区域内の良好な営農環境を有する区域や集団的にまとまりのある農地については
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第５章 全市的視点からみた緑の施策 

農業振興地域整備計画をはじめとする農業政策に基づいて農地の流動化，耕作放棄の解消，

良好な景観形成の保持を図ります。 

・環境への負荷を低減し，安全な農産物を供給するため，減化学肥料・減農薬への取り組みを

支援するとともに，自然環境の保全，農業用廃棄物の適正な処理など，環境保全型農業の普

及を推進し，農業の長期的な継続・発展を図ります。 

・斜面樹林と水田により形成される田園風景や集落地景観の保全，休耕地への花づくり等，美

しい農村景観の形成に努めます。 

 

②農業体験の推進（施策５） 

・道の駅やちよ（八千代ふるさとステーション・やちよ農業交流センター）を中心に，梨や野

菜などの特産品の販売や地産地消への取り組みを進めるとともに，地元住民や都市近郊の

人々による四季折々の農業体験，収穫体験，農業・料理講習会，農業ボランティア活動など

の場の提供を図り，農を楽しむ機会を創出します。 

・農家自らが運営する体験農園や観光農園などと連携し，農業体験機会の創出を図ります。 

 

基本方針１-２ 市街地とその周辺の緑を守る 

（１）樹林地の保全 

①社そう林・屋敷林の保全（施策６） 

・社そう林や屋敷林は，貴重な地域の樹林

が残ることから，その現状を把握すると

ともに，環境保全林などの地域制緑地の

指定について検討します。 

・このうち，七百餘所神社については，自

然度の高いヤブコウジ－スダジイ群集が

形成され，環境省の特定植物群落にも選

定されていることから，保全のあり方に

ついて検討します。 

 

②市街地内樹林地の保全（施策７） 

・市街地内の樹林については，その現状把握とともに，環境保全林などの地域制緑地の指定

や，緑とのふれあいの場としての活用方策について検討します。 

・市民の森等は，市街地の中で自然や生き物に接する貴重な場として，都市計画決定を行って

いる市民の森については買収を進めるなど，今後も保全に努めるとともに，施設の維持・充

実を図ります。また，優良緑地確保計画認定制度などの活用を検討します。 

・老朽化や大径木化した樹木について，安全管理を優先に維持管理を行います。 

 

③樹林地の維持管理の充実（施策８） 

・樹林地の利活用や防犯などの観点も含めて，市民協働による市民の森等の維持管理や，環境

保全林の草刈りなどを推進します。 
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・市民緑地制度やみどり法人制度の導入とそれによる樹林の保全・維持管理など，樹林地の新

たな保全や維持管理のあり方について検討します。 

 

（２）名木・巨木の保全（施策９） 

・市内に残る巨木や景観木など，貴重な地域の樹木については，保存樹木制度などによる保全を図

ります。 

 

（３）生産緑地地区の保全（施策 10） 

・生産緑地地区については，農業と調和した良好な都市環境の形成に資するよう，農業従事者の意

向を踏まえつつ，今後とも継続的な保全が図られるよう柔軟な運用に努め，その多面的な活用方

策について，調査・検討を進めます。 

 

基本方針１-３ 水辺を守る 

（１）河川・水辺の保全 

①主要な河川の保全・整備（施策 11） 

・八千代市の水と緑の骨格軸として位置づけ

られている印旛放水路（新川・花見川），

神崎川，桑納川，石神川，勝田川，高野川

及び花輪川の保全，維持管理等を県とも連

携して推進します。また，印旛沼・印旛放

水路かわまちづくり計画に基づき，新川の

総合的な利活用を推進することにより，保

全・整備を図ります。 

 

②小河川の多自然川づくりの推進（施策 12） 

・小河川については，市内の重要なエコロジカルネットワークとなることから，自然性を重視

した多自然川づくりに努めます。 

・市民及び市民団体による小河川の維持管理を支援します。 

 

③生き物が生息・生育できる川づくりの推進（施策 13） 

・高度処理型合併処理浄化槽の普及及び生活排水対策の啓発を行っていくことで，水辺の生き

物が生息・生育できるよう水質改善を図ります。 

 

（２）湧水点の保全（施策 14） 

・湧水の周辺には水生生物をはじめとした多くの動植物が生息・生育することから，市民，事業者，

行政が協働し，湧水点の現状把握やその生息・生育地の保全に努め，水を中心とする生態系の維

持を図ります。 
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（３）水循環の確保 

①水源かん養地の保全（施策 15） 

・重要な水源かん養地である谷津・里山及び水田の保全を図ります。 

 

②雨水の地下浸透の推進（施策 16） 

・建築物設置の際は，雨水浸透桝の設置や透水性の良い舗装の整備を推進し，雨水の地下浸透

を図ります。 

 

基本方針２（都市緑化）   

美しく，心地良い，花と緑の都市をつくります 

八千代市の魅力を高めるため，市の花「バラ」及び市の木「ツツジ」，新川千本桜などによる花の

まちづくりや，緑地・緑化協定の締結により，住宅地などにおける緑のまちづくりを推進します。ま

た，公共施設の緑化を推進するとともに，屋上・壁面緑化などの多様な緑化手法の活用について検討

します。 

 

基本方針２-１ 花のまちづくりを推進する 

（１）市の花「バラ」，市の木「ツツジ」の活用（施策 17） 

・公共施設については，市の花「バラ」をテーマにした緑

化施策を推進するとともに，市の木「ツツジ」のストッ

クの活用を図ります。 

・100 万本のバラ植栽構想に基づき，市の花「バラ」を活

用した緑化を推進します。 

・花のまちづくりを市民等と協働で進め，引き続き新規の

環境美化ボランティアの受け入れを行っていきます。 

・小学校入学時や戸建て住宅入居時などのバラ苗配布など

を継続し，市の花「バラ」の普及を図ります。 

 

（２）新川千本桜の活用（施策 18） 

・新川千本桜について，市民ボランティアと（公財）八千

代市地域振興財団と連携した桜の管理育成活動を推進し，

観光資源等として活用を推進します。 

 

  バラ苗配布の取り組み 

平成 29 年度（2017 年度）より，市内小学校及び義務教育学校に入学する新 1年生に対し，入

学記念としてミニバラの苗を配布しています。子どもたちが家庭で花を育てることで花を大切

にする心を育み，市の花への愛着を深めることを目的としています。 

また，学校敷地内でのバラの植栽を（公財）八千代市地域振興財団との協働により進めており，

令和 7年 3月 31 日時点で，市内の小中学校および義務教育学校全 32 校のうち 14 校で実施して

います。 
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基本方針２-２ 緑のまちづくりを推進する 

（１）住宅地緑化の推進 

①緑地・緑化協定の活用（施策 19） 

・緑地・緑化協定の締結指導について，今後とも推進し，計画的な緑化による緑豊かなまちな

みの形成を図ります。また，継続的に敷地内の緑化が維持されるような仕組みづくりを検討

します。 

・市街地などの開発の際，自然環境への影響を最小限に抑えるため八千代市緑化推進指導要綱

に基づいた指導を実施していきます 。 

 

②多様な住宅地緑化の支援方策（施策 20），③オープンガーデンの推進（施策 21） 

・（公財）八千代市地域振興財団と連携し，都市災害の防止と景観の向上を図るため，生け垣

緑化を推進します。 

・（公財）八千代市地域振興財団と連携し，講習会やイベントなどの開催などを通じて，各家

庭によるガーデニングなどの緑化活動や生け垣，草花などによる緑化の維持・充実を推進し

ます。 

・個人の庭を一般に公開するオープンガーデンについて，近隣市の事例を参考にして，八千代

市に適した手法を検討します。 

（２）商業施設緑化の推進（施策 22） 

・商業施設緑化については，花や緑により潤いある商業空間創出のため，緑地・緑化協定の推

進や市の緑化事業との連携，優良事例の PR など，多様な緑化推進の方策について八千代市緑

化推進指導要綱に基づく指導を行います。 

 

（３）工場緑化の推進（施策 23） 

・工場緑化については，隣接する周辺の工場との調和を図るよう，緑地・緑化協定による適切

な指導を行います。また，緑化後の維持管理についてのチェック体制を検討します。 

 

（４）公共施設緑化の推進 

①公共施設などの緑化の推進（施策 24） 

・公共施設などの緑化については，緑地・緑化協定の推進により，住宅地や商業施設などにお

ける緑化モデルとなるよう努めます。 

・市新庁舎建設にあたっては，市民が豊かな自然を感じることができるよう整備を行います 。 

・（公財）八千代市地域振興財団で実施している花苗の配布を今後も継続し，環境美化ボラン

ティア制度と連動させることにより，公園等の市民花壇の創出を推進します。 

 

②道路緑化の推進（施策 25） 

・幹線的な都市計画道路については，周辺の土地利用状況や道路計画及び道路利用者の安全等

を考慮したうえで，緑豊かな八千代市を印象づけるよう沿道緑化を図ります。また，市民参

加による緑の維持管理の普及に努めます。 

・歩行者が安心して移動できる歩行者専用道路や緑道など，良好に植栽された道路の整備を推

進します。 
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・八千代市街路樹管理計画に基づいて，街路樹の管理を推進します。 

・植栽してから一定期間が経過し，老木化や大木化した植栽木が増加していることから，引き

続き安全管理を優先に枯損木や支障木等の剪定や伐採を適宜実施します。 

 

（５）緑化手法の検討 

①屋上・壁面緑化などの推進（施策 26） 

・都市緑化を進めるため，屋上・壁面緑化などの多様な緑化手

法の活用を推進します。また，公共施設を中心に施設管理者

と協働し緑のカーテンづくりを推進します。 

 

②八千代らしい植栽などの検討（施策 27） 

・特色ある緑化の推進を目指して，市の花「バラ」及び市の木

「ツツジ」を生かした八千代市らしい植栽のあり方について

検討します。その際は，周辺の緑や郷土に本来ある緑にも配

慮します。 

・公共施設の植栽地の適切な維持管理や更新について，学識経

験者などの意見を聞きながら検討します。 

 

③大和田新田樹木見本園の有効活用（施策 28） 

・大和田新田樹木見本園については，家庭などにおいて生け垣などの樹木を選ぶ際，参考とな

る施設としての利用を推進するとともに，樹木の育成の場としての有効な活用に努めます。 

市民協働による駅前ロータリー等のバラの管理 

市の窓口となる京成本線八千代台駅や東葉高速鉄道の八千代緑が丘駅，八千代中央駅，村

上駅ロータリーでは，市民ボランティア団体と市との協働によるバラの植栽管理が行われ，

駅利用者に憩いを提供しています。 

特に東葉高速鉄道八千代緑が丘駅から京成バラ園までの遊歩道には 500本のバラが植栽さ

れており，地域住民や京成バラ園来訪者の目を喜ばせています。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

基本方針３（公園・緑地の整備） 

市民に愛される公園・緑地を整備します 

県立八千代広域公園の整備を促進するとともに，住区基幹公園を中心とした公園の計画的な整備に

努めます。また，多様化する市民ニーズに対応し，市民に愛される公園の整備やリニューアルを進め

ます。更に，環境美化ボランティア制度による公園の維持管理体制の充実，都市公園法の改正に伴い

要請が高まっている公園の多面的な活用について，検討します。 

 

基本方針３-１ 公園を整備する 

（１）広域公園（施策 29） 

・県立八千代広域公園は，新川の流れと連続する斜面樹林による郷土景観を形成しており，自

然環境と一体化した「水と緑の骨格軸」の機能を有し，市民の憩いやスポーツ・レクリエー

ション活動の場としての，需要にこたえる施設整備を県に要請していきます。 

 

（２）都市基幹公園 

①運動公園（施策 30） 

・八千代総合運動公園は，市民のスポーツ･

レクリエーション活動の場として，指定

管理者制度による効率的な管理運営や公

園機能の充実を図るとともに，広域公園

との一体的な利用を図ります。 

 

②総合公園（施策 31） 

・村上緑地公園の果たすべき役割や維持管

理のあり方などについて検討し，施設の

充実を図ります。 

 

（３）住区基幹公園 

①街区公園（施策 32） 

・街区公園は，利用者である地域住民の身

近な憩いの場となるよう地域住民と協働

し，整備及び維持管理に努めます。 

・開発に伴う提供公園を街区公園として位

置付けるとともに，公園不足地域におい

ては，公共施設用地や空き地などの有効

活用により，可能な限り街区公園の機能

を補完するよう努めます。 

・雨水浸透機能を付加させた雨庭（レイン

ガーデン）など，生活環境と防災を統合した自然活用型のまちづくりに努めます 。 

 



 

53 

第５章 全市的視点からみた緑の施策 

②近隣公園（施策 33） 

・西八千代北部特定土地区画整理事業地内において１箇所の整備を推進します。 

・既設の近隣公園については，防災機能やレクリエーション機能の充実及び憩いの場として，

指定管理者における維持管理を行い，機能の充実に努めます。 

 

③地区公園（施策 34） 

・萱田地区公園は，市内で３番目に大きい公園として，市民のレクリエーションや憩いの場と

して，指定管理者における維持管理を行い，機能の充実に努めます。 

 

（４）市民の森等・都市緑地など（施策 35） 

・市民の森等の永続的な土地の確保に努め

ます。 

・緩衝緑地帯や市街地内の樹林の保護な

ど，それぞれの機能の維持・充実に努め

ます。 

 

 

 

（５）公園整備手法 

①ユニバーサルデザインの導入推進（施策 36） 

・都市公園の新設やリニューアルに際しては，ユニバーサルデザインを採用するとともに，イ

ンクルーシブ遊具の設置や休養・便益施設などの使い勝手の向上を図り，誰もが快適に利用

できる公園づくりに努めます。 

 

②市民緑地制度の活用検討（施策 37） 

・都市公園と同等の機能を果たすものとして，市民緑地制度の活用により，民有地を活用した

オープンスペースの確保について検討します。 

 

基本方針３-２ 公園を維持管理する 

（１）公園の維持管理の充実 

①公園の維持管理体制の充実（施策 38） 

・都市公園の維持管理については，環境美

化ボランティア制度による市民との協働

管理を進めます。また，規模の大きな公

園については，指定管理者における維持

管理を行い，機能の充実に努めます。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

②遊具などの安全性確保（施策 39） 

・都市公園については，利用者の安全の確保を図るため，遊具や施設などの定期的な点検・整

備に努めます。 

 

（２）公園のリニューアルの推進 

①市民ニーズを踏まえた公園の再生（施策 40） 

・都市公園のリニューアルに際しては，市民参加を推進し，地域住民との懇談会，ワークショ

ップなどの手法により施設配置や利用方法の検討を進め，地域住民のニーズに合った公園づ

くりに努めます。 

 

②公園施設長寿命化の検討（施策 41） 

・身近な公園については，予防保全型管理を図り，既存公園の有効活用及び整備費の削減，安

全確保を重視した公園のリニューアルを検討します。 

 

③樹木の維持・再生計画の検討（施策 42） 

・植栽してから一定期間が経過し，老木化や大木化した公園の植栽木などが増加していること

から，引き続き安全管理を優先に枯損木や支障木等の剪定や伐採を適宜実施します。 

 

基本方針３-３ 公園を活用する 

（１）防災機能の強化（施策 43） 

・県立八千代広域公園については，災害発

生時における広域避難場所の指定を行

い，救援活動の拠点としての機能を有

した公園となるよう，県と調整を図り

ます。 

・八千代総合運動公園については，災害発

生時の広域避難場所の機能を有する都

市公園として有効に機能するよう，地

域防災計画などの施策と連動し，救援

活動の拠点となるような公園整備を検

討します。 

・市民の森，近隣公園などについては，災害発生時の一次避難場所の機能を有する都市公園として，

その立地状況を勘案し，防災機能の観点からの整備を検討します。 

 

（２）公園の多面的な活用方策の検討（施策 44） 

・平成 29 年（2017 年）の法改正で可能となった，都市公園の再生・活性化に向けた多面的活用に

ついては，公園の持つ緑やオープンスペース確保の重要性に十分配慮しつつ，八千代市の実情や

市民ニーズなどを踏まえ，その導入のあり方について検討します。 



 

55 

第５章 全市的視点からみた緑の施策 

基本方針４（生物多様性の確保）  

生物の多様性に配慮したエコロジカルネットワークを形成します 

谷津・里山などの八千代市の豊かな緑には，希少水生植物のヤマトミクリの群生や豊かな里山の生

態系のシンボルであるオオタカなど，多種多様な生物が生息・生育しています。 

こうした豊かな自然を守り育てるため，生物多様性に配慮した計画の策定に努めます。また，健全

な生態系の保全やビオトープ空間の創出，緑の保全，都市の緑化，公園・緑地の整備など，様々な場

面を通じたエコロジカルネットワークの形成を進めます。 

 

基本方針４-１ 生物多様性に配慮した計画と連携する 

（１）生物多様性に配慮した地域づくり（施策 45） 

・担当部局と連携し，平成 30 年度（2018

年度）から令和元年度（2019 年度）にか

けて実施した「八千代市自然環境調査」

の結果をもとに生物多様性に配慮した

地域づくりを推進します。 

・市民団体などと連携し，都市化の進行に

より貧弱化した動植物の生息・生育地の

保全に努めます。 

 

（２）希少な動植物保護方策の検討（施策 46） 

・市民団体などと連携し，平成 30 年度（2018 年度）から令和元年度（2019 年度）にかけて実

施した「八千代市自然環境調査」の結果をもとに八千代市において保護が必要と考えられる

貴重な動植物を対象としたレッドリスト（絶滅危惧種等をリスト化したもの）などの作成を

検討します。 

・希少な動植物の保護方策については，八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）など生物多様

性に配慮した計画と連携し，その方策を検討します。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

基本方針４-２ 健全な生態系を保全する 

（１）希少な動植物の調査・把握（施策 47） 

・希少な動植物の生息・生育が確認され

ている場所においては，市民団体と連

携し，定期的な調査を実施するととも

に，その状況の把握に努めます。 

 

（上画像は、ニホンアカガエル（左），ヤマトミクリ（右）。これらは「千葉県レッドデータ

ブック植物・菌類編 2023 改訂版」，「千葉県レッドリスト動物編 2019 年改訂版」で保護の

必要度の高い最重要保護生物に選定されている生物の一例です。） 

 

（２）外来生物への対応（施策 48） 

・生態系へ被害を及ぼす，または及ぼす

おそれのある外来生物については，規

制や防除などの普及啓発に努めます。

（右画像は，右上より時計回りに，ナ

ガエツルノゲイトウ，セアカコケグモ，

カミツキガメ，アライグマ。これらは

特定外来生物に指定されている生物

の一例で，飼育・栽培・保管・運搬が

原則禁止されています。） 

 

基本方針４-３ ビオトープ空間を創出する 

（１）都市緑化の際の多様性配慮（施策 49） 

・生き物の生息・生育に配慮した緑化ガイドラインの作成など，都市緑化において可能な方策

について検討します。 

・商業施設などの民間施設の緑化については，緑地・緑化協定により，生き物の生息・生育に

配慮した植栽や，身近な生き物との共生とふれあいの空間づくりを推進します。 

 

（２）ビオトープの管理（施策 50） 

・動植物とふれあう自然空間を作るため，

八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）

などに基づき，ほたるの里などを含め，

ビオトープの管理を継続します。 

 

（３）ほたるの里の保全・活用（施策 51） 

・ほたるの里は，市民団体などと協力し，

多様な生き物が生息・生育する場として

保全するとともに，環境学習の場として
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活用を図ります。 

 

基本方針４-４ エコロジカルネットワークを確保する 

（１）骨格的なエコロジカルネットワークの保全（施策 52） 

・印旛放水路（新川・花見川），神崎川，桑納川，石神川，勝田川，高野川，花輪川については，

水や水辺の生き物とふれあえる貴重な親水空間として，印旛沼・印旛放水路かわまちづくり計画

の推進などにより，永続的な保全を図ります。また，河川・谷津・樹林地・農地などの連続した

環境については，エコロジカルネットワークとして機能するよう，その保全に努めます。 

 

（２）まちなかエコロジカルネットワークの確保（施策 53） 

・都市公園・市民の森・都市緑地・生産

緑地地区などの市街地内の緑地につ

いては，小鳥や昆虫などの生き物の行

動圏に配慮して街路樹・民有地の植

栽・ビオトープなどをネットワーク化

し，生物多様性の確保はもとより，身

近に自然を感じられる潤いある空間

づくりを推進するとともに，その多面

的機能の活用を図ります。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

基本方針５（緑の取り組み）  

緑に親しみ，みんなで育てます 

水や緑とのふれあいが，多くの人の様々なライフステージにおいて展開できるよう，市民一人ひと

りが参加しやすく，世代を超えて共に水や緑に親しむ環境づくりを進めます。また，八千代市ふるさ

との緑を守る条例の見直しなど，緑の制度の充実を図り，市民や市民団体，事業者など，多様な主体

が連携・協力する，緑に親しみ，みんなで育てる仕組みづくりを進めます。 

 

基本方針５-１ 緑に親しむ仕組みづくりを進める 

（１）緑の情報発信・収集（施策 54） 

・緑化に関する助成制度など緑に関する情報については，広報紙・インターネット，SNS など様々

な媒体や手法により，子どもから大人まで幅広い世代に向けて，効果的で分かりやすい情報発信

に努めます。 

・事業者団体・環境活動団体との連携を通して情報を収集します。  

 

（２）緑に親しむ機会の充実 

①自然とふれあう活動の充実（施策 55） 

・自然観察会などの身近な自然とふれあう

活動を通じ，生物多様性の重要性や自然

環境の保全について，市民意識の向上を

促します。 

・八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）

に基づき，環境学習・環境教育の推進を

図ります。また，子どもたちの緑を育む

機会の創出を検討します。 

・里山マップを活用した自然とふれあう活

動が広く行われるように普及啓発を行い

ます。 

 

②緑化活動の機会の創出（施策 56） 

・市民による緑化活動の機会を創出するため，（公財）八千代市地域振興財団と連携し，緑化

コンテストやイベントなどについて，内容の充実を図るとともに継続的な実施に努めます。  

八千代市からの情報発信 

市ではこれまで，市内の観光やイベントの情報などを，X（旧

Twitter）や Instagram，YouTube などの SNS を活用して発信してきまし

た。今後も，こうした媒体を通して，市民や来訪される方にわかりやす

い情報発信に努めていきます。 
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第５章 全市的視点からみた緑の施策 

（３）協力体制の構築 

①市民・市民団体・自治会等との協力（施策 57） 

・環境美化ボランティア制度を基本に，市民・市民団体・自

治会等による緑づくり活動の推進に努めます。 

・環境美化ボランティア制度について，団体同士の意見交換

や情報共有が可能な交流会を継続し，活動の活性化を図り

ます。 

 

②（公財）八千代市地域振興財団との協力（施策 58） 

・（公財）八千代市地域振興財団と協力し，各種イベントや

緑化活動，情報発信などの充実を図ります。 

 

 

基本方針５-２ 緑の制度の充実を図る 

（１）緑に関する条例の強化（施策 59） 

・八千代市ふるさとの緑を守る条例については，緑づくりを推進する市民活動への支援体制や，新

たな緑地保全制度の創設など，本計画の施策の実現を図るために必要な見直しを検討します。 

 

（２）助成（施策 60） 

・（公財）八千代市地域振興財団が行う緑化推進事業への支援を行います。 

・緑づくりを推進する市民団体などの活動に応じ，必要な物品や用具の支給などの支援に努めます。 

 

（３）みどり法人制度の導入検討（施策 61） 

・緑地の保全及び緑化の推進に取り組む担い手を市が認定するみどり法人制度について，八千代市

での活用が可能か検討を進め，民間活力を生かした緑とオープンスペースの確保を図ります。 

 

（４）緑の維持管理方策の総合的な検討（施策 62） 

・公園・緑地をはじめとする公共施設の植栽地については，その施設管理者と協議し，適切な維持

管理や更新のあり方について検討します。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 
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第６章 地域の視点からみた緑の施策 

 

第６章  地域の視点からみた緑の施策 

地域の緑の特性や課題を踏まえ，地域で優先的に取り組むことが必要な施策などを示すことによ

り，緑の地域づくりを進めます。 

地域区分については，旧計画と同様とし，八千代台地域，勝田台地域，高津・緑が丘地域，大和

田地域，村上地域，睦地域，阿蘇地域の７つとします。 

図 地域区分 

 

 

  

資料：平成 30 年（2018 年） 八千代市地域コミュニティ推進計画を一部改変 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

１． 八千代台地域                                 

（１）地域特性 

本地域は市の南西部に位置し，千葉市と習志野市に隣接しています。地域のほぼすべてが市街化

区域であり，地域を二分するように，都心と成田国際空港を結ぶ京成本線が通り，中心に八千代台

駅を有しています。 

本地域は，昭和 31 年（1956 年）の八千代台駅開業を契機に，日本初の大規模住宅団地が開発さ

れました。以降，駅周辺に住宅地や商業施設が整備され，市の商業の中心として発展しましたが，

開発から 70 年が経過し，地域の再生が課題となっています。 

本地域の将来人口推計については，減少や高齢化が予測されています。 

本地域の緑については，八千代台近隣公園，街区公園が配置されています。また，八千代台北市

民の森，八千代台北子供の森，八千代台東子供の森，八千代台西市民の森，八千代台南市民の森の

５箇所が，市街地の中の貴重な緑の空間となっています。 

 

（２）緑に関する地域の課題  

・本地域（市街化区域）の住区基幹公園の誘致圏※１

についてみると，街区公園及び近隣公園は概ね充

足しています。しかし，街区公園の平均面積は

0.07ha で，標準面積（0.25ha）の 30％程度と小規

模です。また，設置から年月を経た公園も多くなっ

ています。人口減少と高齢化が進む中，公園の有効

活用と維持管理が課題です。 

・市民の森では，台風時などに倒木が生じないよう，

樹木の保全（安全管理を優先に枯損木や支障木等

の剪定や伐採を適宜実施）が必要となっています。 

・八千代台まちづくりプロジェクトを契機に，今後のまち

づくりに向けた様々な取り組みが進められています。中

でも，公園や市民の森に関する利活用や維持管理の提案が多く出されています。 

 

（３）八千代台地域で優先的な取り組みが必要な施策 

第５章 基本方針１-２（１）②市街地内樹林地の保全（施策７） 

第５章 基本方針１-２（１）③樹林地の維持管理の充実（施策８） 

第５章 基本方針２-２（２）商業施設緑化の推進（施策 22） 

第５章 基本方針３-２（１）①公園の維持管理体制の充実（施策 38，39） 

第５章 基本方針３-２（２）①市民ニーズを踏まえた公園の再生（施策 40） 

第５章 基本方針３-２（２）③樹木の維持・再生計画の検討（施策 42）  

※１住区基幹公園の誘致圏… 

市街化区域内の一般的な住宅市街地における住区基幹公園の標準的な

誘致距離範囲のこと。ここでは，市民に身近な住区基幹公園の配置の

状況について把握するため，右表の参考値を用いて充足状況を調査し

た。なお，参考情報として，誘致圏図には市街化調整区域内の誘致圏

についても示した。以下全ての地域について同様である。 

 誘致距離 標準敷地面積 

街区公園 250ｍ 0.25ha 

近隣公園 500ｍ 0.5ha 

地区公園 １km 4.0ha 

 

図 住区基幹公園の誘致圏 
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第６章 地域の視点からみた緑の施策 

図 八千代台地域の地域別構想 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

２． 勝田台地域                                  

（１）地域特性 

本地域は市の南東部に位置し，千葉市と佐倉市に隣接しています。地域の北東部は勝田台駅を中

心とした市街化区域であり，地域の南西部は，市街化調整区域となっています。地域の北部には，

京成本線の勝田台駅と東葉高速線の東葉勝田台駅があるなど交通の要衝となっています。 

本地域の特性は，昭和 43 年（1968 年）の勝田台駅の開業とともに誕生した勝田台団地を中心と

した市街地が形成され，勝田台駅南口周辺は，「みずき通り」をメインとして，商店街が形成され

ています。本地域も開発からすでに 50 年以上が経過しており，地域の再生が求められています。 

本地域の将来推計人口については，老齢人口割合がすでに高くなっており，地域人口の減少と老

齢人口割合の高い水準での推移が予測されています。 

本地域の緑については，勝田台中央公園や街区公園が配置されているほか，八勝園市民の森や勝

田市民の森が配置されています。また，地域の南部を流れる勝田川の周辺に水田が広がり，そこか

ら続く斜面樹林と古くからの集落，社そう林が一体となった，緑豊かな自然が残されています。 

 

（２）緑に関する地域の課題 

・本地域（市街化区域）の住区基幹公園の誘致圏につ

いてみると，街区公園の不足区域に近隣公園の勝田

台中央公園が配置され，概ね充足しています。しか

し，街区公園の平均面積は 0.16ha で，標準面積

（0.25ha）の 65％程度と小規模ながら，他地域に比

べてやや大きい規模です。ただ，設置から年月を経

た公園も多く，人口減少と高齢化が進む中で，有効

活用と維持管理が課題です。 

・市民の森では，台風時などに倒木が生じないよう，

樹木の保全（安全管理を優先に枯損木や支障木等の

剪定や伐採を適宜実施）が必要となっています。 

・勝田川沿いの農地，斜面樹林，集落が一体となった

里山の風景は地域の重要な資源として保全が求められます。 

・勝田市民の森などが貴重な緑となっており，保全・活用などが課題となっています。 

 

（３）勝田台地域で優先的な取り組みが必要な施策 

第５章 基本方針１-１（１）①八千代市第 3次環境保全計画（改訂版）の推進（施策１） 

第５章 基本方針１-２（１）②市街地内樹林地の保全（施策７） 

第５章 基本方針１-２（１）③樹林地の維持管理の充実（施策８）  

第５章 基本方針２-２（１）住宅地緑化の推進（施策 19～21） 

第５章 基本方針２-２（２）商業施設緑化の推進（施策 22） 

第５章 基本方針３-２（１）公園の維持管理体制の充実（施策 38，39） 

第５章 基本方針３-２（２）③樹木の維持・再生計画の検討（施策 42） 

第５章 基本方針３-２（２）①市民ニーズを踏まえた公園の再生（施策 40） 

図 住区基幹公園の誘致圏 
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第６章 地域の視点からみた緑の施策 

図 勝田台地域の地域別構想 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

３． 高津・緑が丘地域                               

（１）地域特性 

本地域は市の中西部に位置し，船橋市及び習志野市に隣接しています。地域中西部と地域南部の

陸上自衛隊習志野演習場が市街化調整区域であるほかは，地域の大部分が市街化区域となっていま

す。 

本地域の特性は，北部には東葉高速線が通り，八千代緑が丘駅周辺は，大規模店舗や高層マンシ

ョンなどが建設され，新しい市街地が形成されています。地域の中央部には高津団地を中心とした

市街地のほか，古くからある集落地が混在しています。なお，地域の北部では，西八千代北部特定

土地区画整理事業により新しい市街地の整備が進んでいます。 

本地域の将来人口推計については，増加することが予測されています。 

本地域の緑については，スポーツの杜公園や街区公園が配置されるとともに，西八千代北部特定

土地区画整理事業により，新たな公園整備が行われました。また，一部に残る生産緑地地区と高津

小鳥の森などが市街地内の貴重な緑空間となっているほか，八千代市の緑の活動の拠点となる京成

バラ園や大和田新田樹木見本園などを有しています。地域の中西部に残る市街化調整区域について

は住宅も多く，街区公園が配置されています。 

京成バラ園の玄関口である八千代緑が丘駅周辺や歩行者ルートについては，市民協働によるバラ

などの維持管理が行われています。 

 

（２）緑に関する地域の課題 

・本地域（市街化区域）の住区基幹公園の誘致

圏についてみると，概ね充足しています。し

かし，街区公園の平均面積は 0.10ha で，標

準面積（0.25ha）の 40％程度と小規模です。

また，整備された公園や市街地の緑の維持管

理が課題となっています。 

・高津小鳥の森が市街地内の貴重な緑として機

能しており，また，生産緑地地区も比較的多

く残るため，その保全・活用が求められてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

（３）高津・緑が丘地域で優先的な取り組みが必要な施策 

第５章 基本方針１-２（１）③樹林地の維持管理の充実（施策８） 

第５章 基本方針１-２（３）生産緑地地区の保全（施策 10） 

第５章 基本方針２-１（１）市の花「バラ」，市の木「ツツジ」の活用（施策 17） 

第５章 基本方針２-２（１）住宅地緑化の推進（施策 19～21） 

第５章 基本方針２-２（４）②道路緑化の推進（施策 25） 

図 住区基幹公園の誘致圏 
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第６章 地域の視点からみた緑の施策 

図 高津・緑が丘地域の地域別構想 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

４． 大和田地域                                  

（１）地域特性 

本地域は市のほぼ中央部，新川の西側に位置しています。新川の沿岸部は市街化調整区域ですが，

それ以外は全て市街化区域となっています。 

本地域は，中央に東葉高速線八千代中央駅を中心とした新市街地，南に京成大和田駅を中心とす

る既成市街地が広がっています。地域の北部には斜面樹林を挟んで八千代工業団地があり，市役所

や文化・スポーツ施設も集まるなど，八千代市の中心的役割を担っています。 

本地域の将来人口推計については，高齢化の進行が予測されています。 

本地域の緑については，萱田地区公園，飯綱近隣公園などのほか，萱田町市民の森などの緑地が

配置されています。地域の東部に市のシンボルとなる新川が流れ，中心的な公園となる八千代総合

運動公園が配置されているほか，水田や畑が広がり水辺空間に恵まれた緑豊かな自然が残されてい

ます。 

 

（２）緑に関する地域の課題 

・本地域（市街化区域）の住区基幹公園の誘致

圏についてみると，市役所周辺など一部に

不足区域がみられることが課題です。また，

街区公園の平均面積は 0.07ha で，標準面積

（0.25ha）の 30％程度と小規模です。さら

に，設置から年月を経た公園も多く，有効活

用と維持管理が課題となっています。 

・新川の沿岸部に県立八千代広域公園の整備

が進められています。八千代総合運動公園

については，都市計画決定が行われている

区域の整備を進めていく必要があります。 

・既成市街地に位置する京成大和田駅周辺で

は緑化とその維持が課題です。また，工業団

地では，県・市・事業者の三者協定により，

面積ベースで10％以上の緑化を推進してい

ますが，その維持が課題です。 

・まとまった生産緑地地区が残っており，その保全・活用が望まれます。 

 

（３）大和田地域で優先的な取り組みが必要な施策 

第５章 基本方針１-２（３）生産緑地地区の保全（施策 10） 

第５章 基本方針２-２（１）住宅地緑化の推進（施策 19～21） 

第５章 基本方針２-２（３）工場緑化の推進（施策 23） 

第５章 基本方針２-２（４）公共施設緑化の推進（施策 24，25） 

第５章 基本方針３-２（１）公園の維持管理体制の充実（施策 38，39） 

図 住区基幹公園の誘致圏 
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第６章 地域の視点からみた緑の施策 

図 大和田地域の地域別構想 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

５． 村上地域                                   

（１）地域特性 

本地域は市の東部に位置し，佐倉市に隣接しています。新川の沿岸部と地域の北部は市街化調整

区域であり，地域の南部が市街化区域となっています。 

本地域は，国道 16 号が南北に，国道 296 号が東西に走り，国道 16 号沿いには大規模店舗が進出

しています。南部には東葉高速線の村上駅や東葉勝田台駅があり，住宅地が広がります。村上駅周

辺は区画整理により良好な市街地が形成されています。中央部の村上団地は緑豊かな住宅地ですが，

「ＵＲ賃貸住宅ストック再生・再編方針」により，団地再生による集約化の対象となっています。 

本地域の将来人口推計については，人口の維持と高齢化の進行が予測されています。 

本地域は，村上緑地公園，村上中央公園，黒沢池市民の森など，比較的規模の大きな公園のほか，

住宅地を中心に街区公園が配置され，県立八千代広域公園の整備が進められています。北部には新

川から続く水田や斜面樹林があり，台地には八千代市の名産である梨畑が広がっています。また，

自然度の高い七百餘所神社の社そう林と道路沿いの巨木列など，恵まれた自然が残されています。  

 

（２）緑に関する地域の課題 

・本地域（市街化区域）の住区基幹公園の誘

致圏についてみると，工業団地を除き概ね

充足しています。しかし，街区公園の平均

面積は 0.11ha で，標準面積（0.25ha）の

45％程度と小規模です。さらに，村上中央

公園など近隣公園の効率的な管理運営や

公園機能の充実が課題となっています。 

・貴重な地域の樹林が残る七百餘所神社の

社そう林と道路沿いの巨木列の保全が課

題となっています。 

・村上団地内の再生にあたって，緑の維持が

望まれます。 

・工業団地では，県・市・事業者の三者協定

により，面積ベースで 10％以上の緑化を

推進していますが，その維持が課題です。 

・地域の東側に生産緑地地区が残っており，その保全と活用が望まれます。 

 

（３）村上地域で優先的な取り組みが必要な施策 

第５章 基本方針１-２（１）①社そう林・屋敷林の保全（施策６） 

第５章 基本方針１-２（３）生産緑地地区の保全（施策 10） 

第５章 基本方針２-２（１）住宅地緑化の推進（施策 19～21） 

第５章 基本方針２-２（３）工場緑化の推進（施策 23） 

第５章 基本方針３-１（３）②近隣公園（施策 33） 

第５章 基本方針３-２（１）①公園の維持管理体制の充実（施策 38） 

図 住区基幹公園の誘致圏 
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第６章 地域の視点からみた緑の施策 

図 村上地域の地域別構想 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

６． 睦地域                                     

（１）地域特性 

本地域は市の北西部，新川の西側に位置し，船橋市，白井市，印西市に隣接しています。地域の

大部分が市街化調整区域となっており，水田の周辺や主要地方道船橋印西線沿いには古くから集落

が形成されています。また，地域北部の大学町や南部の工業団地は，市街化区域となっています。 

本地域の特性は，北部には学園都市として開発された大学町に住宅地が形成されており，南部に

は吉橋工業団地を有しています。地域を通る国道 16 号沿いには県内３番目の道の駅として登録さ

れた道の駅やちよが整備されています。 

本地域の将来推計人口については，減少することが予測されています。 

本地域の緑については，新川，神崎川，桑納川，石神川，花輪川の周辺には水田地帯が広がり，

小池・北ノ谷津，桑納・島田谷津，高本・石神谷津などの谷津・里山を有する水と緑の豊かな自然

が広がっています。また，桑納川の沿岸に桑納川公園が配置されているほか，一定規模の開発地に

街区公園が配置され，大学町に熱田ヶ池公園などが配置されています。 

 

（２）緑に関する地域の課題 

・本地域（市街化区域）の住区基幹公園の誘致圏

についてみると，概ね充足しています。しかし，

街区公園の平均面積は 0.06ha で，標準面積

（0.25ha）の 25％程度と小規模です。 

・谷津・里山や農地の減少・荒廃が進み，都市化

や気候変動によってさらに加速する懸念があ

ります。小池・北ノ谷津，桑納・島田谷津，高

本・石神谷津などの谷津・里山は地域の重要な

資源として有効な保全と活用が求められます。 

・県内で島田谷津だけに見られるヤマトミクリ

をはじめとした希少な動植物の保護が求めら

れています。 

・新川，桑納川，神崎川とその周辺の良好な田園

景観の保全が望まれます。 

・工業団地では，県・市・事業者の三者協定等によ

り，面積ベースで 10％以上の緑化を推進していますが，その維持が課題です。 

 

（３）睦地域で優先的な取り組みが必要な施策 

第５章 基本方針１-１（１）①八千代市第 3次環境保全計画（改訂版）の推進（施策１） 

第５章 基本方針１-１（２）①郊外の農地の保全（施策４） 

第５章 基本方針１-３（１）①主要な河川の保全・整備（施策 11） 

第５章 基本方針２-２（１）住宅地緑化の推進（施策 19～21） 

第５章 基本方針２-２（３）工場緑化の推進（施策 23） 

第５章 基本方針３-２（１）①公園の維持管理体制の充実（施策 38） 

第５章 基本方針４-２（１）希少な動植物の調査・把握（施策 47）  

図 住区基幹公園の誘致圏 
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第６章 地域の視点からみた緑の施策 

図 睦地域の地域別構想 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

７． 阿蘇地域                                   

（１）地域特性 

本地域は市の北東部，新川の東側に位置し，印西市及び佐倉市に隣接しています。地域の大部分

が市街化調整区域となっており，水田の周辺や主要地方道千葉竜ケ崎線沿いには古くから集落が形

成されています。地域の北西部の米本団地および八千代カルチャータウン地区（神野，保品及び米

本の各一部）が市街化区域となっています。本地域には，国道 16 号沿いに昭和 45 年（1970 年）

から入居が始まった米本団地があり，UR の再編方針により集約化の対象となっています。北部の

八千代カルチャータウン地区（神野，保品及び米本の各一部）では，緑豊かな住宅地の整備が進み，

令和 4 年（2022 年）3 月に，市街化区域へ編入されました。 

本地域の将来推計人口については，既に老齢人口の割合が高く，今後も人口の減少と高齢化の更

なる進行が予測されています。 

本地域の緑については，河川沿いに水田地帯が広がっており，森下谷津，保品・間谷谷津，米本・

砂戸谷津などの谷津・里山とほたるの里を有する水と緑の豊かな自然が広がっています。国道 16 号

沿いには道の駅やちよが整備されています。また，一定規模の開発地などには街区公園が配置され

ています。 

 

（２）緑に関する地域の課題 

・本地域（市街化区域）の住区基幹公園の誘致圏に

ついてみると，米本団地では南部では充足して

います。北部には住区基幹公園はありませんが，

広場などが確保されています。八千代カルチャ

ータウン地区（神野，保品及び米本の各一部）に

は保品近隣公園が整備されています。街区公園

１公園当たりの面積は 0.16ha で，標準面積

（0.25ha）の 65％程度と，他地域より大きくな

っています。米本団地内は良好に緑化されてい

ますが，団地再生の際の緑の維持が望まれます。 

・谷津・里山や農地の減少・荒廃が進み，都市化や

気候変動によってさらに加速する懸念がありま

す。森下谷津，保品・間谷谷津，米本・砂戸谷津

などの谷津・里山は地域の重要な資源としてその有効な保全と活用が求められています。 

・ほたるの里は，ホタルをはじめとする生き物を通じた自然環境保全活動の拠点となるビオトープ

として，今後とも市民団体などと協力し，有効活用を図ることが望まれます。 

 

（３）阿蘇地域で優先的な取り組みが必要な施策 

第５章 基本方針１-１（１）①八千代市第 3次環境保全計画（改訂版）の推進（施策１） 

第５章 基本方針１-１（２）①郊外の農地の保全（施策４） 

第５章 基本方針１-３（１）①主要な河川の保全・整備（施策 11） 

第５章 基本方針２-２（１）住宅地緑化の推進（施策 19～21） 

第５章 基本方針４-３（３）ほたるの里の保全・活用（施策 51）  

図 住区基幹公園の誘致圏 
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第６章 地域の視点からみた緑の施策 

図 阿蘇地域の地域別構想 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 
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第７章 計画推進のための重点施策 

 

第７章  計画推進のための重点施策 

緑地の保全や緑化を推進するためには，関連する施策を総合的・重点的に展開していく必要が

あります。ここでは，第５章及び第６章の内容を踏まえ，優先的に取り組むべき重点施策を示し

ます。 

 

１． 重点施策の考え方                               

 

重点施策１ 谷津・里山の保全を進める（保全配慮地区の方針） 

谷津・里山の保全を進めるため，重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区「保全配慮地区」

を位置付け，地区内における方針を定めます。 

〔関連する施策〕 

○八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）の推進／谷津・里山保全手法の検討 

（第 5 章 施策 1，2） 

 

重点施策２ まちの玄関口を彩る緑化を進める（緑化重点地区の方針） 

八千代市らしい緑化を進めるため，重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区「緑化重点地

区」を位置付け，地区内における方針を定めます。 

〔関連する施策〕 

○市の花「バラ」，市の木「ツツジ」の活用／新川千本桜の活用（第 5 章 施策 17，18） 

○公共施設などの緑化の推進／道路緑化の推進（第 5 章 施策 24，25） 

○広域公園（第 5 章 施策 29） 

 

重点施策３ 市街地内農地を守り・活かす（生産緑地地区内の緑地の保全の方針） 

都市の大きな魅力となる市街地内農地の保全・活用の方針を定めます。 

〔関連する施策〕 

○生産緑地地区の保全／農業体験の推進（第 5 章 施策 10，5） 

○まちなかエコロジカルネットワークの確保（第 5 章 施策 53） 

 

重点施策４ 公園・緑地の維持管理を進め，質を高める 

（都市公園の整備及び管理の方針その他緑地の保全及び緑化の推進の方針） 

公園・緑地の質を高めるよう，公園・緑地の整備及び維持管理及び活用の方針を定めます。 

〔関連する施策〕 

○公園の維持管理体制の充実／防災機能の強化（第 5 章 施策 38，43） 

○まちなかエコロジカルネットワークの確保（第 5 章 施策 53）  
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

２． 重点施策                                   

 

重点施策１ 谷津・里山の保全を進める（保全配慮地区の方針） 

 

（１）重点施策の考え方 

・八千代市の自然環境の骨格となる谷津・里山を保全するため，平成 23 年（2011 年）3 月に八

千代市谷津・里山保全計画が策定され，その取り組みが進められてきました。現在，八千代市

谷津・里山保全計画は「八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）」に統合されており，この計

画の中で谷津・里山の持つ多面的な機能や価値を活用するための事業を実施しています。 

・谷津・里山の緑は，八千代市の緑の骨格であり，緑地保全の観点からも非常に重要です。 

・緑の基本計画では，重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区（保全配慮地区）並びに，当

該地区の緑地の保全に関する事項を定めることができます。本計画では，市内に残る貴重な谷

津・里山をはじめとする豊かな自然環境を保全し，その恵みを活用し，人と自然が共生するま

ちを目指すため，保全配慮地区並びに当該地区の緑地の保全に関する事項を定めます。 

 

（２）重点施策 

・本計画では，重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区として，保全配慮地区を設定します。 

・保全配慮地区については，土地利用や緑地指定状況，植生や動植物の生息・生育状況，維持管

理の状況などについて，把握に努め，保全配慮地区の状況に応じ，適切な保全策に取り組みま

す。 

 

①保全配慮地区の設定 

・八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）に統合された八千代市谷津・里山保全計画をもとに旧

計画で設定した 10 箇所の保全地域について，重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区と

して，保全配慮地区に設定します。 
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第７章 計画推進のための重点施策 

 

 

 

  

図 保全配慮地区位置 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

②保全配慮地区で実施する取り組み 

１）八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）の推進 

・八千代市第 3 次環境保全計画（改訂版）に基づき，谷津・里山の保全を進めます。 

 

２）緑地保全方策の検討 

・谷津・里山を構成する重要な樹林や水田などについては，様々な手段による保全策に取り組み

ます。特に島田谷津・ほたるの里については，環境省による「生物多様性保全上重要な里地里

山」選定地であり，特別緑地保全地区※１や条例などによる保全地域の指定など，保全策に取り

組むほか，八千代市第２次農業振興計画と連携し，耕作放棄地の増加抑制に努めます。 

・熱田ヶ池公園は，周辺の樹林地を残して整備されており，今後も谷津・里山の自然環境の保全

に配慮した適切な維持・保全を図ります。 

・県立八千代広域公園は，自然環境の保全に配慮した整備となるよう，引き続き県に要請します。 

・七百餘所神社は，特定植物群落に選定される自然性の高い樹林が残されており，保全に努めま

す。 

・ふれあいプラザ，ガキ大将の森は，緑地保全に係る市民活動の拠点として，利用を推進します。 

 

保全配慮地区名称 主な緑地など 

①小池・北ノ谷津保全配慮地区 － 

②熱田ヶ池保全配慮地区 ・熱田ヶ池公園 

③菖蒲谷津保全配慮地区 － 

④桑納・島田谷津保全配慮地区 ・（島田谷津）生物多様性保全上重要な里地里山選定地 

⑤高本・石神谷津保全配慮地区 － 

⑥米本保全配慮地区 ・（ほたるの里）生物多様性保全上重要な里地里山選定地 

⑦相女谷津・砂戸谷津保全配慮地区 

・県立八千代広域公園 

・七百餘所神社 

・ガキ大将の森 

⑧保品・間谷谷津保全配慮地区 － 

⑨森下谷津保全配慮地区 ・ふれあいプラザ 

⑩勝田保全配慮地区 － 

 

  

※１特別緑地保全地区…都市緑地法に基づき，都市の良好な自然環境を形成する重要な緑地を保全するため，良好な自然

的環境を形成している緑地について，それを保全することを目的に，都市計画で指定する地区。 
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第７章 計画推進のための重点施策 

重点施策２ まちの玄関口を彩る緑化を進める（緑化重点地区の方針） 

 

（１）重点施策の考え方 

・市の花「バラ」及び市の木「ツツジ」や新川千本桜などの花のまちづくりや，多数の緑地・緑

化協定による都市の緑は，八千代市の魅力となっています。一方で面整備が実施されていない

既成市街地を中心に，まとまった緑が少ない地区も存在しています。 

・緑の基本計画では，重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区（緑化重点地区）並びに，当

該地区における緑化の推進に関する事項を定めることができます。本計画では，市のシンボル

となる地区を緑化重点地区とし，地区並びに緑化の推進に関する事項を定めます。 

 

（２）重点施策 

・本計画では，重点的に緑化を推進するべき地区として，緑化重点地区を設定します。 

・緑化重点地区の状況に応じ，緑化推進に取り組みます。 

 

①緑化重点地区の設定 

・重点的に緑化を推進するべき地区として，以下の６地区を緑化重点地区に設定します。 

 

緑化重点地区名称 対象区域 

①新川周辺緑化重点地区 
新川とその周辺の田園地帯・斜面樹林などを含む一体的

な地区 

②桑納川周辺緑化重点地区 
桑納川とその周辺の田園地帯・斜面樹林などを含む一体

的な地区 

③大和田・ゆりのき台周辺 

緑化重点地区 

大和田駅～八千代中央駅にかけての沿道とその周辺の

一定の広がりを持った市街地 

④八千代台周辺緑化重点地区 八千代台駅周辺を中心とした京成本線沿線の市街地 

⑤勝田台・村上周辺緑化重点地区 勝田台駅，東葉勝田台駅，村上駅及びその周辺市街地 

⑥高津・緑が丘周辺緑化重点地区 
八千代緑が丘駅，成田街道（国道 296 号）及びその周辺

市街地 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

図 緑化重点地区位置 
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第７章 計画推進のための重点施策 

②緑化重点地区で実施する取り組み 

１）公園・緑地の維持管理の推進 

・緑化重点地区内にある代表的な公園・緑地については，市内の公園・緑地の維持管理のモデル

となるよう，周辺の自然環境に配慮しつつ，花壇などの緑化施設の積極的な活用を図るととも

に，八千代市の特徴となる緑化を図ります。 

・なお，新川周辺緑化重点地区や桑納川周辺緑化重点地区については，周辺の谷津・里山などの

自然環境に配慮した緑化を図ります。 

緑化重点地区名称 緑地・緑化施設 

①新川周辺緑化重点地区 

・県立八千代広域公園 

・八千代総合運動公園 

・萱田町市民の森 

②桑納川周辺緑化重点地区 ・桑納川公園 

③大和田・ゆりのき台周辺緑化重点地区 ・萱田第１緑地 

④八千代台周辺緑化重点地区 

・八千代台東子供の森 

・八千代台北市民の森 

・八千代台北子供の森 

・八千代台西市民の森 

・八千代台南市民の森 

⑤勝田台・村上周辺緑化重点地区 

・黒沢池近隣公園 

・黒沢池市民の森 

・勝田台中央公園 

・勝田市民の森 

・八勝園市民の森 

⑥高津・緑が丘周辺緑化重点地区 ・スポーツの杜公園 

 

２）公共公益施設周辺の緑化の推進 

・緑化重点地区内にある公共公益施設については，多くの人が訪れ，まちの魅力をアピールする

空間であることから，地区の特性に応じた八千代市の特徴となる緑化を図ります。特に駅周辺

については，バラ緑化などまちの玄関として緑の充実を図ります。 

緑化重点地区名称 公共公益施設 

①新川周辺緑化重点地区 
・八千代ふるさとステーション 

・やちよ農業交流センター 

②桑納川周辺緑化重点地区 － 

③大和田・ゆりのき台周辺緑化重点地区 
・八千代中央駅・八千代市役所・市民会館 

・京成大和田駅 

④八千代台周辺緑化重点地区 
・八千代台駅 

・八千代市役所八千代台支所 

⑤勝田台・村上周辺緑化重点地区 

・勝田台駅・東葉勝田台駅 

・勝田台市民文化プラザ 

・村上駅 

⑥高津・緑が丘周辺緑化重点地区 ・八千代緑が丘駅・緑が丘プラザ 
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３）民有地緑化の推進 

・緑化重点地区内の民有地の緑については，樹林地・生産緑地地区などの保全・活用，空き地へ

の市民緑地制度の活用などの方策について検討します。また，緑地・緑化協定の活用などによ

り，商業地・住宅地緑化の推進を図ります。 

緑化重点地区名称 主な民有地の緑 

①新川周辺緑化重点地区 ・農地や斜面樹林，社そう林 

②桑納川周辺緑化重点地区 ・農地や斜面樹林，社そう林 

③大和田・ゆりのき台周辺緑化重点地区 ・生産緑地地区，環境保全林，社そう林 

④八千代台周辺緑化重点地区 ・生産緑地地区，環境保全林，社そう林 

⑤勝田台・村上周辺緑化重点地区 ・生産緑地地区，社そう林，空き地 

⑥高津・緑が丘周辺緑化重点地区 
・京成バラ園 

・生産緑地地区，環境保全林，社そう林 

 

４）緑のネットワークの推進 

・緑化重点地区にある遊歩道や歩行者・自転車道については，花や緑を楽しみながら通行できる

空間となるよう，花や緑の植栽及び維持管理を図ります。 

緑化重点地区名称 緑のネットワーク 

①新川周辺緑化重点地区 ・新川遊歩道 

③大和田・ゆりのき台周辺 

緑化重点地区 

・ハミングロード（自転車道） 

・新川周辺緑化重点地区へと続く自転車道 

⑥高津・緑が丘周辺緑化重点地区 ・東葉高速線高架下歩行者・自転車道 
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第７章 計画推進のための重点施策 

重点施策３ 市街地内農地を守り・活かす（生産緑地地区内の緑地の保全の方針）  

   

 

（１）重点施策の考え方 

・八千代市には市街地内にも農地が存在し，令和 7 年（2025 年）3 月 31 日現在で 37.61ha，152

箇所の生産緑地地区が指定されています。 

・都市農業振興基本法の成立により，都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から都市に「あ

るべきもの」へと転換したことを受け，都市農業振興基本計画などと連携した施策を行うよう

検討するとともに，所有者の意向に配慮し，都市農地の保全・活用に努めます。 

 

（２）重点施策 

・以下に，生産緑地地区の指定に関する基本的な方針，生産緑地の活用方策等について記載しま

す。 

 

①生産緑地地区の指定に関する基本的な方針 

・最初の指定から 30 年を迎える生産緑地については，所有者の意向に配慮しつつ，営農が継続

されている生産緑地地区について，特定生産緑地への指定を進めます。 

 

②生産緑地の活用方策等 

・レクリエーション，防災及び生物多様性の確保などの観点から，公園・緑地などの配置上重要

な位置にある生産緑地地区については，所有者の意向に配慮しつつ，公園・緑地などの公共施

設用地としての利活用を検討し，都市緑化に役立てます。 

・所有者の意向に配慮しつつ，市街地内という立地を活かした農産物等加工施設，農産物等直売

所，農家レストランなどの設置など，都市農業に親しむ空間づくりに取り組むものとします。 

・都市住民が農業を体験・実践できる場として活用するなど，都市農業の新たな展開を図る場と

して，法や制度改正の動向を踏まえつつ生産緑地地区の流動化や活用の仕組みづくりに取り組

むものとします。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

重点施策４ 公園・緑地の維持管理を進め，質を高める 

（都市公園の整備及び管理の方針その他緑地の保全及び緑化の推進の方針） 

 

（１）重点施策の考え方 

・八千代市には，住区基幹公園（街区公園，近隣公園，地区公園），都市基幹公園（総合公園，

運動公園），市民の森などの公園・緑地が整備されています。 

・これらの公園・緑地では，市による管理のほか，環境美化ボランティア制度を用いた市民によ

る公園・緑地の維持管理が進められています。 

・公園・緑地は，レクリエーション機能のみならず，防災や生物多様性の確保など，様々な機能

を有しており，公園・緑地ごとの特性を活かし，それぞれの機能を十分に発揮できる維持管理

方策を検討する必要があります。 

 

（２）重点施策 

・公園・緑地の特性に応じ，利用者ニーズの変化などに応じた機能の向上を進めるとともに，多

様な観点から，魅力の向上を図ります。 

・公園・緑地の管理に当たっては，環境美化ボランティア制度の更なる普及と制度の維持・拡充

により，公園の適切なメンテナンスを図ります。 

・整備された公園・緑地を有効に活用するために，公園・緑地の実情に応じ，公募設置管理制度

（Park-PFI）や公園の活性化に関する協議会の設置など，官民連携による公園の活性化に資す

る制度の導入について検討します。 

 

①街区公園での取り組み 

■現状 

・令和 7 年（2025 年）3 月 31 日現在，287 箇所の街区公園が整備されています。 

・公園が不足する地域が存在しています。 

■整備の方針 

・公園不足地域については，公共施設緑地や生産緑地地区及び市民緑地制度などの有効活用に

より可能な限り機能の補完を図ります。 

・街区公園の多くは，民間が行う開発行為により整備の促進が図られていますが，量的に充足

していることも重要である一方，継続的に維持管理が必要であることから，地域の人口動

態，公園等の設置状況等を踏まえた住民のニーズ，良好な環境の形成，多くの住民に利用さ

れるような規模，遊具・施設の設置など，今後の社会環境の変化に対応した整備の有り方に

ついて検討していきます。 

■維持管理・活用の方針 

・既存の街区公園については，環境美化ボランティア制度の更なる普及と制度の維持・拡充に

より，ボランティアによる除草，樹木のせん定及び草花の植栽などを推進します。 

・公園遊具・施設等点検業務委託により，公園の遊具の適切な維持管理を図ります。 

・公園の樹木については，その計画的な維持・再生に取り組みます。  
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第７章 計画推進のための重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②近隣公園・地区公園・総合公園・運動公園での取り組み 

■現状 

・令和 7 年（2025 年）3 月 31 日現在，近隣

公園が 13 箇所，地区公園が１箇所，総合

公園が１箇所，運動公園が１箇所整備され

ています。 

■整備の方針 

・新たな近隣公園として，南部近隣公園の整

備を図ります。 

・公園の特性に応じ，利用者ニーズの変化な

どに応じた機能の向上を進めるとともに，

多様な観点から魅力の向上を図ります。 

■維持管理・活用の方針 

・環境美化ボランティア制度の更なる普及と制度の維持・拡充により，公園の適切なメンテナ

ンスを図ります。 

・平成 29 年（2017 年）の都市公園法の改正で可能となった，公募設置管理制度（Park-PFI）

の導入，公園の活性化に関する協議会の設置など，官民連携による公園の活性化の新たな方

策については，公園の持つ緑やオープンスペース確保の重要性に十分配慮しつつ，八千代市

の公園の実情，地域の市民ニーズなどを勘案し，その導入のあり方について検討します。 

 

  

環境美化ボランティア制度 

八千代市では，身近な施設である公園等の公

共施設用地の美化及び保全を目的として，環境

美化ボランティア制度を実施しています。 

この制度のもと，自治会，スポーツ団体，福祉

団体，地元企業等の団体や個人が環境美化活動

に参加しています。公園緑地課で所管する本制

度には令和 7年 3月 31 日時点で，ボランティア

団体 58 団体および個人 17 件が登録されていま

す。 

市では，これらの取り組みを通じて環境の美化に対する市民意識の高揚を図るとともに，

市民と市が一体となったまちづくり活動を推進しています。また，環境ボランティア活動

にあたっての市の支援として，環境美化活動に必要な物品や用具等の貸与又は支給のほか，

ボランティア活動保険への加入等を行っています。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

③市民の森等での取り組み 

■現状 

・人と自然のふれあいを大切にしようと市民の森等が設置されています。森林浴や散歩を楽し

めるよう，ベンチや散策路が設けられています。 

■整備の方針 

・市民の森等の永続的な土地の確保に努め

ます。 

・市民の森等の特性，利用者ニーズの変化

などに応じた機能の向上や野鳥の生息な

ど，生物多様性に配慮した施設設備を図

ります。 

■維持管理・活用の方針 

・環境美化ボランティア制度の更なる普及

と制度の維持・拡充により，適切なメン

テナンスを図ります。 

・市民の森等を構成する樹林の適切な維持管理や更新について取り組みます。 

・市民の森等の実情に応じ，公園の活性化に関する協議会の設置など，官民連携による活性化

について検討します。 
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第７章 計画推進のための重点施策 

図 住区基幹公園配置状況 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 
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第８章 計画推進のための重点施策 

第８章  計画の推進に向けて 

計画の推進体制と進行管理について示します。 

 

１． 計画の推進体制                                

八千代市を緑豊かで住み良いまちにするためには，今ある緑を適切に保全するとともに，街中

の緑の質を高め，緑をより良い状態で未来へ継承する必要があります。 

八千代市ふるさとの緑を守る条例に基づき，市は「自然環境を保全し，緑化を推進するための

総合的な施策を策定し，その実施に努める」とともに，市民のひとりひとりも「日常生活を緑に

みちた潤いのあるものにするため，樹木，花などを植栽し，大切に育てるとともに，自然環境の

保全と緑化に努める」ものとし，緑豊かな八千代市づくりを推進していきます。 

 

２． 計画の進行管理                                

本計画の推進にあたっては，計画（Plan），実行（Do），評価（Check），改善（Action）の

ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行い，計画の実効性を高めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な施策については，八千代市緑化審議会による定期的な点検・評価を実施するとともに，そ

の結果を踏まえ，取り組みの見直しが必要な場合は，事業の見直しや改善を行います。 

本計画全般については，目標年度は令和 17 年度（2035 年度）となっていますが，点検・評価

の結果大幅な取り組みの見直しが必要と判断された場合や，大きな法改正など，緑を取り巻く状

況の変化があった場合などについては，八千代市緑化審議会の意見を聞きながら，必要に応じ計

画の見直しを検討します。 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 
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資 料 

資 料 

１．策定経緯                                   

 

日  付 内  容 

令和 6 年度 

3 月 26 日 令和 6 年度 第１回八千代市緑化審議会の開催 

令和 7 年度 

6 月 6 日 令和 7 年度 第１回八千代市緑化審議会の開催 

9 月 1 日 令和 7 年度 第２回八千代市緑化審議会の開催 

11 月 12 日 令和 7 年度 第３回八千代市緑化審議会の開催 

12 月 19 日 令和 7 年度 第４回八千代市緑化審議会の開催 

1 月 26 日～2 月 25 日 パブリックコメントの実施 

3 月 25 日 令和 7 年度 第５回八千代市緑化審議会の開催 

3 月 八千代市緑の基本計画【改定版】（中間見直し）の策定 
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八千代市緑の基本計画（改定版） 

２．八千代市ふるさとの緑を守る条例                                     

 

昭和 50 年４月１日 

条例第３号 

（目的） 

第１条 この条例は，本市の良好な自然環境を保全するとともに，健康で住みよい緑と太陽

に恵まれた新しいふるさとのまちづくりを推進するため，必要な事項を定めることを目的

とする。 

（市長の責務） 

第２条 市長は，自然環境を保全し，緑化を推進するための総合的な施策を策定し，その実

施に努めなければならない。 

（市民の責務） 

第３条 市民は，日常生活を緑にみちたうるおいのあるものにするため，樹木，花等を植栽

し，大切に育てるとともに，自然環境の保全と緑化に努めなければならない。 

（環境保全林等の指定） 

第４条 市長は，本市の良好な自然環境を保全し，かつ，美観風致を維持するため必要があ

ると認める樹林又は樹木を環境保全林又は保存樹木（以下「環境保全林等」という。）と

して指定することができる。 

２ 市長は，前項の指定をするときは，あらかじめその旨を当該環境保全林等の所有者に通

知し，その同意を得なければならない。 

３ 第１項の規定は，次の各号に掲げる樹林又は樹木については，適用しない。 

(1) 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第109条第１項，第110条第１項又は第182

条第２項の規定により指定され，又は仮指定された樹林又は樹木 

(2) 森林法（昭和26年法律第249号）第25条第１項又は第25条の２第１項若しくは第２

項の規定により指定された保安林 

(3) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹林又は樹木 

（平17条例15・一部改正） 

（公共施設の緑化） 

第５条 市長は，公園，河川，道路，学校，保育園その他の公共施設の緑化に努めなければ

ならない。 

（工場の緑化） 
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第６条 工場を有する者又は工場を設置しようとする者は，工場内に緑地を確保し，又は樹

木，花等を植栽するよう努めなければならない。 

（建築物等の緑化） 

第７条 建築物等の設置者は，樹木，花等の植栽可能な場所を確保し，緑化に努めなければ

ならない。 

（開発行為における保全及び緑化） 

第８条 市長が別に定める基準以上の開発行為をしようとする者は，あらかじめ市長と協議

して，自然環境の保全と緑化に努めなければならない。 

（緑化協定） 

第９条 土地及び建築物の所有権者，地上権者及び賃借権者（以下「土地所有権者等」とい

う。）は，一定区域の緑化を推進するため，あらかじめ市長と協議して，当該区域内の土

地所有権者等全員の合意により緑化協定をすることができる。 

（助成等） 

第10条 市長は，自然環境を保全し，緑化を推進するため，次の各号に掲げる事業を行う

者に対し，予算の範囲内において，必要な助成をすることができる。 

(1) 環境保全林等の管理及び育成事業 

(2) 工場の緑化に関する事業 

(3) 建築物等の緑化に関する事業 

(4) 緑化協定に関する事業 

(5) その他市長が特に必要と認めた事業 

２ 市長は，前項の助成のほか，必要と認めるときは，自然環境の保全及び緑化の推進に関

し，必要な助言，指導及び勧告をすることができる。 

（委任） 

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

この条例は，昭和50年10月１日から施行する。 

附 則（平成17年条例第15号） 

この条例は，平成17年４月１日から施行する。 

 

  



 

 

96 

八千代市緑の基本計画（改定版） 

３．八千代市ふるさとの緑を守る条例施行規則                             

 

昭和 50 年４月１日 

規則第 15 号 

（目的） 

第１条 この規則は，八千代市ふるさとの緑を守る条例（昭和50年八千代市条例第３号。

以下「条例」という。）第11条の規定に基づき，条例の施行に関し必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

（指定基準） 

第２条 条例第４条第１項に規定する環境保全林等の指定基準は，次に掲げるとおりとす

る。 

(1) 環境保全林は，市街化区域内の樹林及び市域の神社，寺院等の樹林であって，その

一団の面積が500平方メートル以上であり，かつ，生育する樹木が健全であること。 

(2) 保存樹木は，環境保全林以外の樹木であって，次のいずれかに該当し，健全で，か

つ，樹容が美観上すぐれていること。 

ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上であるもの 

イ 高さが10メートル以上であるもの 

ウ 株立した樹木は，高さが2.5メートル以上であるもの 

エ その他市長が特に保存を必要と認めたもの 

（平７規則12・全改） 

（環境保全林等の協定書等） 

第３条 条例第４条第２項に規定する環境保全林等の所有者（以下「所有者」という。）に

対する通知は，環境保全林等指定通知書（第１号様式）によるものとする。 

２ 条例第４条第２項に規定する同意は，環境保全林等協定書（第２号様式）を締結するこ

とにより得なければならない。 

（平７規則12・全改） 

（所有者の保存義務） 

第４条 所有者は，環境保全林等の枯死又は損傷の防止その他その保存に努めなければなら

ない。 

（伐採等の届出） 

第５条 所有者は，環境保全林等を伐採し，又は移植し，若しくは他に譲渡しようとすると
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きは，あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 所有者は，環境保全林等が滅失し，又は枯死したときは，速やかに市長に届け出なけれ

ばならない。 

３ 前２項の届出は，環境保全林等伐採等届出書（第３号様式）により行うものとする。 

（平７規則12・一部改正） 

（指定の解除） 

第６条 市長は，環境保全林等が条例第４条第３項各号の一に該当するに至ったとき，又は

環境保全林等について滅失，枯死等によりその指定の理由が消滅したときは，遅滞なくそ

の指定を解除しなければならない。 

２ 市長は，公益上の理由その他特別の理由があるときは，環境保全林等の指定を解除する

ことができる。 

３ 所有者は，環境保全林等を特別な事由により保全できないときは，その指定の解除すべ

き旨を市長に対して，環境保全林等指定解除申請書（第４号様式）により申請することが

できる。 

４ 市長は，第１項若しくは第２項の規定による指定の解除をしたとき，又は前項の規定に

よる申請により解除を決定したときは，遅滞なくその旨を環境保全林等指定解除通知書

（第５号様式）により所有者に通知しなければならない。 

（平７規則12・一部改正） 

（報告の徴収） 

第７条 市長は，必要があると認めるときは，所有者に対して，環境保全林等の現状につき

報告を求めることができる。 

（平７規則12・全改） 

（指定期間及び更新） 

第８条 環境保全林の指定期間は，３年とする。ただし，必要に応じ指定の更新を行うこと

ができる。 

２ 保存樹木の指定期間は，市長が別に定める。 

（昭53規則31・全改） 

（標識の設置） 

第９条 市長は，環境保全林等の指定をしたときは，次の各号に掲げる事項を記載した標識

を設置しなければならない。 

(1) 環境保全林等の名称 
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(2) 樹種 

(3) 指定番号 

(4) 指定年月日 

(5) 市長名 

(6) その他必要な事項 

（昭53規則31・平７規則12・一部改正） 

（台帳） 

第10条 市長は，環境保全林等に関する台帳を作成し，これを保管するものとする。 

２ 台帳には，次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 指定番号 

(2) 指定年月日 

(3) 所在地 

(4) 所有者の氏名（法人にあっては，その名称及び代表者氏名）及び住所 

(5) 環境保全林にあっては，主要な樹種及び面積 

(6) 保存樹林にあっては，樹種，幹周りの長さ及び高さ又は枝葉面積 

(7) その他必要な事項 

（昭53規則31・平７規則12・一部改正） 

（補則） 

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

（平７規則12・一部改正） 

附 則 

この規則は，昭和50年10月１日から施行する。 

附 則（昭和53年規則第31号） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

２ この規則施行の際改正前の規則の規定に基づいて行われた行為は，この規則の相当規定

に基づいて行われた行為とみなす。 

附 則（平成７年規則第12号） 

この規則は，平成７年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年規則第36号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の各規則の様式の用紙は，当分の

間，これを取り繕い使用することができる。  
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４．八千代市緑化審議会規則                                            

昭和50年10月１日 

規則第25号 

改正 平成10年12月９日規則第47号 

平成21年１月15日規則第１号 

平成28年12月22日規則第43号 

令和２年11月18日規則第27号 

（目的） 

第１条 この規則は，八千代市執行機関の附属機関に関する条例（昭和39年八千代市条例

第４号）第３条の規定に基づき，八千代市緑化審議会（以下「審議会」という。）の運営

等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（任務） 

第２条 審議会は，次の各号に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 緑化基本計画の策定に関すること。 

(2) 環境保全林等の指定に関すること。 

(3) その他市長が緑化推進上必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は，委員12人以内をもって組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 市民 ３人以内 

(2) 学職経験者 ４人以内 

(3) 各種団体の代表者 ４人以内 

(4) 関係行政機関の職員 １人以内 

３ 前項各号の委員の任期は，４年とする。ただし，再任を妨げない。 

４ 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（平10規則47・平21規則１・平28規則43・令２規則27・一部改正） 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長各１人を置き，委員の互選により定める。 

２ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務

を代理する。 
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（令２規則27・一部改正） 

（会議） 

第５条 審議会の会議は，会長が招集し，議長となる。 

２ 会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長が決する。 

４ 前３項の規定にかかわらず，会長は，天災その他のやむを得ない事由のある場合は，書

面を委員に送付して，可否を問い，その結果をもって審議会の会議の議決に代えることが

できる。 

（令２規則27・一部改正） 

（幹事及び審議会の事務） 

第６条 審議会に幹事若干人を置き，市職員の中から市長が命ずる。 

２ 幹事は，審議会に出席し，意見を述べることができる。 

３ 審議会の事務は，緑化推進を主管する課において処理する。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は審議会が市長の同意を得て別に定め

る。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成10年規則第47号） 

この規則は，平成11年１月15日から施行する。 

附 則（平成21年規則第１号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成28年規則第43号） 

この規則は，平成29年３月１日から施行する。 

附 則（令和２年規則第27号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の第３条第３項の規定は，この規則の施行の日以後に委嘱される

委員（委嘱された委員のうち，同日前に委嘱された委員に欠員が生じた場合の補欠委員を

除く。）について適用し，同日前に委嘱された委員については，なお従前の例による。  
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第３条第２項委員 

学識経験者  各種団体の代表者 

 西廣 淳 

原 正利 

  岩瀬 浩子 

間島 浩司 

江口 茂勇 

吉岡 隆徳 

関係行政機関の職員  市民 

 上野 兼通   仲村 義男 

濱野 俊輔 

髙橋 邦博 
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５．用語集                                    

 

ア 行   

インクルーシブ遊具 

障がいのある子どもや外国籍の子どもなど，多様なバックグラウンドを持つ子

どもたちが楽しめる包括的（インクルーシブ）な遊び場づくりの一環として設置

される遊具。具体的には，車椅子のまま上まで上がれる複合遊具や，肢体不

自由な子を寝かせて遊べる振動遊具など，一人ひとりの特性に応じた多様な

遊び方を支援する設計が特徴。 

NPO 

Non-Profit Organization の略称で，日本語では「民間非営利団体」「市民活

動団体」「ボランティア団体」等をいう。「営利を目的としない」「民間」かつ「公益

的」立場から，これまで行政や企業では提供できなかった新しい社会サービス

を提供する事業体で，福祉，環境，国際協力，まちづくり等，様々な分野で社

会的使命を持った活動を展開している。 

オープンガーデン 
イギリスで始まった民有地の緑化活動。登録制によるもので，個人の緑化され

た庭を公開し，訪れる人とともに庭園の鑑賞を楽しむ緑づくり活動のひとつ。 

オープンスペース 
公園や広場，運動場，水面など，建物に覆われていない土地や敷地内の空地

の総称。 

カ 行   

環境美化ボランティア制度（アダ

プト制度） 

アダプト（adopt）とは「養子縁組する」という意味。希望する市民に，親代わり，

つまり里親になっていただき，公共施設の清掃や花壇作りなどの美化活動を

できる範囲で，ボランティアで行い，市がこれを支援する制度。 

環境保全型農業 

化学肥料や農薬を通常の栽培より削減するとともに，自然環境への負荷を軽

減し，より安全安心な農産物を生産する農業。千葉県では，化学合成農薬と

化学肥料を通常の半分以下に減らし，栽培計画に関して複数の基準を満たし

た農産物を「ちばエコ農産物」として認定している。 

環境保全林 

八千代市ふるさとの緑を守る条例に基づき，市街化区域内や社そう林で

500m2 以上の良好な樹林について，所有者の協力を得て守ろうという制度

で，自然環境の保全，美観風致の維持に寄与する。 

グリーンインフラ 
自然環境が持つ多様な機能（生物の生息の場の提供，良好な景観形成，気

温上昇の抑制等）を活用した社会資本整備や土地利用。 

グリーンネットワーク 
市内に点在する緑の拠点を河川や街路樹，緑道等の線的な緑を有機的に結

ぶこと。 

公募設置管理制度（Park-PFI） 

都市公園において飲食店，売店等の公園施設（公募対象公園施設）の設置ま

たは管理を行う民間事業者を，公募により選定する手続き制度。 

事業者が設置する施設から得られる収益を公園整備に還元することを条件

に，事業者には都市公園法の特例措置が適用される。 
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公園施設長寿命化計画 

都市公園における公園施設の老朽化に対する安全対策の強化及び補修・更

新費用の平準化を図る観点から，適切な施設点検，維持保全等の予防保全

的管理の下で，これまでに整備された施設等の長寿命化対策及び計画的な

補修・更新を行うことを目的として作成する計画。 

サ 行   

里山 

原生的な自然と都市との中間に位置し，集落とそれを取り巻く二次林，それら

と混在する農地，ため池，草原などで構成される地域。農林業などに伴う様々

な人間の働きかけを通じて環境が形成・維持されてきた。生き物の生息・生育

環境として，また，食料や木材など自然資源の供給，良好な景観，文化の伝

承の観点からも重要な地域である。 

里山楽校 八千代市で開催する里山整備ボランティア人材育成講座。 

三者協定 

千葉県自然環境保全条例に基づき，一定面積以上の工場，事業所（１ha 以

上），住宅用地（10ha 以上）等を対象として，企業・県・市町村の三者によって

締結される緑化協定のこと。 

持続可能な都市づくり 

意思決定過程において環境や資源に配慮し，生態系の保全など自然の環境

容量の範囲内での利用を行い，現代の発展が将来世代にとって必要な環境

や資源を損なわないまちづくり。 

指定管理者制度 

多様化する市民ニーズにより効果的，効率的に対応するため，公の施設の管

理に民間のノウハウを活用しながら，市民サービスの向上と経費の節減を図

ることを目的に創設された制度。 

市民協働 

市民，自治会・町内会，ボランティア団体，NPO，事業者，企業，市などの

様々な主体が，公共の利益に資する同一の目的をもって取り組むまちづくり活

動に対し，対等の立場で連携の上，協力して取り組むこと。 

市民緑地制度 

民間の持つ土地を，住民の利用のために設置・管理する緑地。土地所有者か

らの申出に基づき，地方公共団体またはみどり法人が当該土地の所有者契

約を結ぶ市民緑地契約制度と，民間主体の作成する設置・管理に関する計画

を市が認定する市民緑地認定制度がある。 

社そう林 神社，寺院に付属する樹林。鎮守の森など。 

水源かん養地 

森林において，雨水は地下に徐々に浸透し，樹冠や土壌，地下水などに蓄え

られ，河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を防止するとともに，湧水等

の水源となって川の水量を安定させる。この機能をもつ土地のこと。 

ストックマネジメント 既存の建築物（ストック）を有効に活用し，長寿命化を図る体系的な手法。 

生産緑地地区 

特定生産緑地地区 

市街化区域内において，公害の防止または災害の防止，農林業と調和した都

市環境の保全などに役立つ農地などを計画的に保全し，良好な都市環境の

形成を図ることを目的に，都市計画で指定される農地。 

生産緑地地区の指定後 30 年を経過した場合，所有者の意向に配慮しつつ，

営農を継続すべきものについては，特定生産緑地の指定が進められる。 
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生物多様性 

生き物たちの豊かな個性とつながりのこと。地球上の生き物は 40 億年もの長

い歴史の中で，様々な環境に適応して進化し，3,000 万種ともいわれる多様な

生き物が生まれた。これらの生命は一つひとつに個性があり，全て直接的，間

接的に支えあって生きている。生物多様性条約では，生態系の多様性・種の

多様性・遺伝子の多様性という３つのレベルで多様性があるとしている。 

タ 行   

多自然川づくり 
コンクリート擁壁等による工法ではなく可能な限り草や木，石や土を利用して

自然の生態系に配慮した河川整備の手法。 

地産地消 地域で生産された農産物や水産品を，その地域で消費すること。 

特別緑地保全地区 

都市緑地法に基づき，都市の良好な自然環境を形成する重要な緑地を保全

するため，良好な自然的環境を形成している緑地について，それを保全するこ

とを目的に，都市計画で指定する緑地。 

都市公園法 
都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて，都市公園の健全な発達

を図り，公共の福祉の増進に資することを目的する法律。 

都市緑地 
都市公園法に基づく都市公園の一種で，主として都市の自然的環境の保全

等を目的とした緑地。 

都市緑地法 
都市における緑地保全と緑化推進により，良好な都市環境の形成を図り，健

康で文化的な都市生活に寄与することを目的とする法律。 

ナ 行   

農業振興地域整備計画 
農業振興地域の整備に関する法律に基づく計画であり，農業振興施策の推

進を図るため，農用地区域の指定や振興方策について記載する。 

農業振興地域内農用地区域 

農業振興地域内の土地で，規模など一定の条件を満たし，将来にわたり農業

上の利用を行うものとして，農業振興地域の整備に関する法律に基づき指定

されている農地の一団。 

ハ 行   

PDCA サイクル 
計画（Plan），実行（Do），評価（Check），改善（Action）の４つの視点をプロセ

スの中に取り込むことで，継続的な改善を推進するマネジメント手法。 

ヒートアイランド現象 都市の中心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象。 

ビオトープ 野生生物の生息空間を意味する。多様な生物が生息できる空間を指す。 

保全配慮地区 

緑の基本計画で定める「緑地保全地域及び特別緑地保全地区以外の区域で

あって重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区」のこと。本計画では，谷

津・里山の保全を進めるため必要な地区を指定し，その方針を示している。 

保存樹木 

八千代市ふるさとの緑を守る条例に基づき，環境保全林以外の樹木であって

一定基準以上の健全で美観上優れている樹木を対象に永続的に保存しようと

する制度。 
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マ 行   

緑のカーテン（グリーンカーテン） 

ゴーヤやヘチマ，朝顔などのつる性の植物を育てて窓を覆うもの。夏の強い

日差しを遮ることで，室内温度及び建物の表面温度が上昇するのを防いだ

り，葉の蒸散作用によって部屋を涼しくする効果がある。 

みどり法人制度 
都市緑地法に基づき，緑の担い手となる緑地保全・緑化推進法人（みどり法

人）を市町村が指定する制度。 

ヤ 行   

屋敷林 

住宅の屋敷内につくられた樹林で，多様な目的や用途を持ち，いずれも人々

の生活，経済と密接な関係をもつものである。屋敷の外縁に沿ってつくられる

ものは主に境界を区分するとともに防風，防火，防砂などの効果が期待でき

る。 

谷津 
丘陵地が侵食されて形成された谷状の地形のこと。斜面樹林と畑や田，湿地

等で構成される。 

ユニバーサルデザイン 
障害の有無や年齢に関わらず，全ての人が安全で利用しやすいよう製品，施

設，空間等をデザインすること。 

予防保全型管理 
更新時期の平準化と総事業費の削減を図るために，損傷や劣化が進行する

前に適切な対策を行う管理手法。 

ラ 行   

緑地協定 
ある地域に住む住民の合意で緑化について協定を締結し，地域ぐるみで緑化

しようとする制度。都市緑地法による協定。 

緑化協定 

開発行為における緑化推進や，工場，建築物の敷地の緑化推進のため，八

千代市ふるさとの緑を守る条例及び八千代市緑化推進指導要綱に基づき，

緑化に関して締結する協定。規模の大きな開発については，三者協定が締結

される。 

緑化重点地区 

緑の基本計画で定める「緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進

に配慮を加えるべき地区」のこと。本計画では市のシンボルとなる地区に指定

し，その地区に適合した緑化施策等を示す。 

レッドリスト 絶滅のおそれがある動植物種のリスト。 

ワ 行   

ワークショップ 
様々な人々が参加し，各種の共同作業を通じて計画づくり等を進めていく手

法。 

 

 

 


